
第５６期鳥取地方最低賃金審議会委員名簿 
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 真澄
ま す み

  公立鳥取環境大学経営学部 教授 

 植木
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 鳥取短期大学生活学科 助教 

 佐藤
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まさし
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聡  特定社会保険労務士 
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まさゆき

正之   電機連合山陰地方協議会 事務局長 
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田中 
みのる

穂   日本労働組合総連合会鳥取県連合会 事務局長 

 
はやし

林   
だいすけ

大介 ＵＡゼンセン鳥取県支部 支部長 

 森
もり

 由
ゆ

香里
か り

 フード連合山陰地区協議会 事務局長 

 
やまさき

山崎  
まこと

睦   全日本運輸産業労働組合鳥取県連合会 執行委員長 
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と く だ

德田 
か ず こ

和子  鳥取商工会議所女性会 副会長 
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花原 
ひであき

秀明  元三洋製紙株式会社 総務部 参与 

 
ひ ら き

平木  
おさむ

修  鳥取県商工会連合会 副会長 

 
みやぎ

宮城 
さだゆき

定幸  一般社団法人鳥取県経営者協会 専務理事 

 
よねはら

米原 
まさあき

正明   鳥取県中小企業団体中央会 副会長 
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鳥取地方最低賃金審議会運営規程 

昭和３４年７月２０日       

（鳥取地方最低賃金審議会第１回会議にて議決） 

（規程の目的） 

第１条 この規程は、鳥取地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事に関し、

最低賃金法及び最低賃金審議会令に定めるもののほか、必要な事項について定めるもので

ある。 

 

（会議の招集） 

第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときのほか、鳥取

労働局長(以下「局長」という。）、５人以上の委員又は労働者代表委員、使用者代表委

員及び公益代表委員各１人以上の委員から開催の請求があったとき、会長が招集する。 

２ 前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議事項及

び希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに、会長に通知しなければならない。 

３ 会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも

３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、局長に通知するもの

とする。 

 

（小委員会） 

第３条 会長は、審議会の議決により、特定の議案について事実の調査をし、又は細目にわ

たる審議を行うため、委員を指名して小委員会を設けることができる。 

 

（委員の欠席） 

第４条 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を会長に

通知しなければならない。 

２ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ会長に通知し

なければならない。 

 

（会議の議事） 

第５条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、会長の許可を受けるものとする。 

３ 審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くこと

ができる。 

 

（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に

支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれ

がある場合又は率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ
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がある場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。 

２ 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとる

ことができる。 

３ 公開については、別に定める鳥取地方最低賃金審議会の会議公開事務処理要領によるも

のとする。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条 会議の議事については、議事録を作成し、議事録には会長及び会長が指名した委員

２人が署名するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人情

報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害さ

れるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれがある場合には、会長は、議事録及び会議の資料の全部又は一部を非公開とす

ることができる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

４ 前３項の規程は、小委員会について準用する。 

 

（意見及び建議の提出） 

第８条 会長は、審議会において議決を行ったときは、答申書、建議書又は議決書を局長に

提出するものとする。 

 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

附 則 （平成８年３月２９日） 

  第６条から第８条までの改正規程は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 （平成９年１２月１５日） 

  第７条第２項の改正規程は、平成９年１２月１５日から施行する。 

附 則 （平成１３年５月９日） 

  第１条、第２条、第５条から第８条までの改正規程は、平成１３年５月９日から施行す

る。 

附 則 （平成１６年８月２４日） 

  第６条、第７条の改正規定は、平成１６年９月１０日から施行する。 
附 則 （平成２２年７月５日） 
  第１条から第８条までの改正規程は、平成２２年７月５日から施行する。 
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（R2.12.30） 

     

鳥取県の最低賃金 
 

 

「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内

の事業所で働くすべての労働者に適用されます。 
 

なお、下表の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの「特定（産業別）最低賃金」

が適用されますが、次に掲げる労働者については、｢鳥取県最低賃金｣が適用されます。 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 

２ 雇入れ後６月未満の者であって技能習得中のもの 

３ 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 

４ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については、手

作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、「包装又は箱詰

め」の業務に主として従事する者 
 

 

 

最低賃金額の算定には、次の賃金は含まれません。 
①  精皆勤手当、通勤手当、家族手当        ② 臨時に支払われる賃金 

③ １月を超える期間ごとに支払われる賃金  ④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金 

※ 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。 

    

 

 

 

 

 

 

  

地域別最低賃金 時 間 額 発 効 年 月 日 

鳥 取 県 最 低 賃 金 ７９ ２ 円 令和２年１０月２日 

特定（産業別）最低賃金 時 間 額 発 効 年 月 日 

鳥 取 県 電 子 部 品 ・ デ バ イ ス ・ 

電 子 回 路 、 電 気 機 械 器 具 、 情 報 

通 信 機 械 器 具 製 造 業 最 低 賃 金 
  ８０９  円 令和２年１２月３０日 

鳥 取 県 各 種 商 品 小 売 業 最 低 賃 金 

 

＊令和 2 年 10 月 2 日から「鳥取県最低賃金 
７９２円」が適用されています。 

 

    詳細については、鳥取労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
鳥取労働局労働基準部賃金室 ℡０８５７－２9－１７０５  鳥取労働基準監督署  ℡０８５７－２４－３２１１ 

米子労働基準監督署 ℡０８５９－３４－２２３１  倉吉労働基準監督署 ℡０８５８－２２－６２７４ 

鳥取労働局ホームページＵＲＬ  https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/     

●社内の最低賃金の引上げをご検討の事業者の方へ「業務改善助成金」を利用しましょう！ 
   鳥取労働局雇用環境・均等室（企画担当）   ℡  ０８５７̶２９̶１７０１ 

●経営面・労働面の相談をワンストップで行います。（相談は無料） 

働き方改革サポートオフィス鳥取      ℡ ０８００̶２００̶３２９５  

 

最低賃金を確認！ 
スマホ、携帯で 
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（R2.12.30） 

 

Ｑ１：今の賃金が最低賃金額以上か調べるにはどうするの？ 
 

Ａ１：賃金形態で計算方法が違いますので、次の計算方法で行ってください。 

①支払われる賃金が時間給の場合  時間給≧最低賃金額（時間額） 

②支払われる賃金が日給の場合   日給÷１日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額）（事例 1 参照） 

③支払われる賃金が月給の場合   賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金の時間額と比較

します。（事例 2 参照） 

 

（事例１）（日によって所定労働時間数が異ならない場合） 

A さんは日給 6,000 円、1 日の所定労働時間数は 7.5 時間です。 

この場合は、上記②にある式にあてはめると、 

 ６,０００円÷７．５時間＝８００円＞７９２円（鳥取県最低賃金） 

となり、最低賃金額を満たしていることが分かります。 

 

（事例２）（月によって所定労働時間数が異なる場合） 

B さんは月給１３１,０００円、年間所定労働日数は２５０日、1 日の所定労働時間数は８時間です。 

この場合、次のような計算式を用いて比較します。 

月給額 ÷１か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額（時間額） 

この式にあてはめると、 

１３１,０００円÷〔（２５０日×８時間 ）÷１２か月〕 

                    ＝７８６円＜７９２円（鳥取県最低賃金）  

となり、最低賃金法に違反することになります。 

 

 

Ｑ２：うちの会社には手当がいくつかあるのですが、最低賃金の計算に入れるものは何？ 
 
Ａ２：最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体

的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。  

（事例3参照） 

① 臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

② １か月を超える期間ごとに支払われている賃金（賞与など） 

③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など） 

④ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など） 

⑤ 午後10時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間

の賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃金など） 

⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

（事例３） 

Cさんは、月給で、基本給が102,000円、職務手当が月28,000円、通勤手当が月7,500円支

給されています。また、この他に時間外手当、休日手当などが支給されます。 

ある月のCさんの賃金は、基本給、職務手当、通勤手当のほか、時間外手当が32,500円支給さ

れ、合計が170,000円となりました。 

この賃金が最低賃金を上回っているかどうかは、次のように調べます。 

（Cさんの会社は、年間所定労働日数260日、所定労働時間数は1日7時間30分です。） 

① 支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。 

除外される賃金は、通勤手当、時間外手当であり、職務手当は除外されませんから、 

 １７０,０００円 －（７,５００円＋３２,５００円）＝１３０,０００円 

② この金額を、事例2の方法で時間額に換算し、最低賃金額と比較をします。 

 １３０,０００円÷〔（２６０日×７.５時間 ）÷１２か月〕 

                  ＝８００円＞７９２円（鳥取県最低賃金） 

となりますので、最低賃金額を満たしていることになります。 
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円
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9
7
円
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9
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円
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円

7
1
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円

7
1
8
円

7
1
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円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

引
上

げ
額

1
円

4
円

1
円

2
円

改
正

審
議

な
し

3
円

1
0
円

8
円

改
正

審
議

な
し

改
正

審
議

な
し

改
正

審
議

な
し

改
正

審
議

な
し

引
上

げ
率

0
.
1
5
%

0
.
5
8
%

0
.
1
4
%

0
.
2
9
%

0
.
4
3
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4
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2
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2
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県
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比
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0
0
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4
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2
4
.
2
.
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2
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鳥

取
県

最
低

賃
金

　
産

業
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最
低

賃
金

鳥
取

県
電

子
部

品
・

デ
バ

イ
ス

・
電

子
回

路
、

電
気

機
械

器
具

、
情

報
通

信
機

械
器

具
製

造
業

最
低

賃
金

鳥
取

県
各

種
商

品
小

売
業

最
低

賃
金
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2
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,
0
8
0

3
9
,
0
9
0

9
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,
5
3
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1
0
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,
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1
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,
5
4
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1
2
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,
7
2
0

1
2
3
,
2
4
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1
5
3
,
1
4
0

1
5
1
,
4
0
0

1
5
4
,
0
1
0

1
7
6
,
2
2
0

1
7
7
,
0
6
0

1
8
4
,
7
5
0

1
9
9
,
3
1
0

2
0
2
,
7
2
0

2
1
5
,
5
2
0

2
2
2
,
4
0
0

（
注

意
）

1
上

記
表

の
数

値
は

、
鳥

取
県

人
事

委
員

会
に

よ
る

「
職

員
の

給
与

に
関

す
る

報
告

及
び

勧
告

並
び

に
人

事
管

理
に

関
す

る
報

告
」

の
資

料
の

う
ち

、
生

計
費

関
係

資
料

記
載

の
デ

ー
タ

を
用

い
た

。
2 3

鳥
取

県
　

費
目

別
・

世
帯

人
員

別
標

準
生

計
費

　
（

平
成

３
０

年
、

３
１

年
、

令
和

２
年

）

世
帯

人
員

１
人

２
人

３
人

４
人

５
人

費
目

別
、

世
帯

人
員

別
標

準
生

計
費

の
算

定
　

２
～

５
人

世
帯

に
つ

い
て

は
、

「
家

計
調

査
」

（
総

務
省

）
に

お
け

る
鳥

取
市

の
調

査
結

果
（

全
世

帯
・

平
成

３
０

年
４

月
分

、
平

成
３

１
年

４
月

分
、

令
和

２
年

４
月

分
）

に
基

づ
く

費
目

別
平

均
支

出
金

額
（

４
人

世
帯

の
1
か

月
当

た
り

の
支

出
金

額
に

調
整

し
た

も
の

）
に

、
費

目
別

、
世

帯
人

員
別

生
計

費
換

算
乗

数
を

乗
じ

て
求

め
ら

れ
て

い
る

。
　

１
人

世
帯

に
つ

い
て

は
、

全
国

の
１

人
世

帯
の

費
目

別
標

準
生

計
費

に
、

全
国

の
費

目
別

平
均

支
出

金
額

に
対

す
る

鳥
取

県
の

同
支

出
金

額
の

割
合

を
乗

じ
て

求
め

ら
れ

て
い

る
。

標
準

生
計

費
の

費
目

 
標

準
生

計
費

は
、

次
の

費
目

に
分

類
し

て
算

定
し

て
い

る
が

、
各

費
目

の
内

容
は

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
掲

げ
る

家
計

調
査

等
の

大
分

類
項

目
に

対
応

す
る

。
　 　

　
食

料
費

…
…

…
…

…
食

料
　

　
住

居
関

係
費

…
…

…
住

居
、

光
熱

・
水

道
及

び
家

具
・

家
事

用
品

　
　

被
服

・
履

物
費

…
…

被
服

及
び

履
物

　
　

雑
費

Ⅰ
…

…
…

…
…

保
健

医
療

、
交

通
・

通
信

、
教

育
及

び
教

養
娯

楽
　

　
雑

費
Ⅱ

…
…

…
…

…
そ

の
他

の
消

費
支

出
（

諸
雑

費
、

こ
づ

か
い

、
交

際
費

及
び

仕
送

り
金

）

食
 
 
料

 
 
費

雑
 
 
費

 
 
Ⅰ

雑
 
 
費

 
 
Ⅱ

計

住
居

関
係

費

被
服

･
履

物
費
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費

目
別

標
準

生
計

費
（

鳥
取

県
）

１
人

世
帯

標
準

生
計

費
食

料
費

住
居

関
係

費
被

服
・

履
物

費
雑

費
Ⅰ

雑
費

Ⅱ
合

計
①

非
消

費
支

出
の

消
費

支
出

に
対

す
る

割
合

②

負
担

費
修

正
値

①
×

（
1
+
②

）

平
成

2
8
年

(
2
0
1
6
年

）
2
2
,
5
6
0

3
7
,
8
9
0

1
,
7
7
0

1
9
,
0
5
0

7
,
2
0
0

8
8
,
4
7
0

0
.
3
1
7

1
1
6
,
5
1
5

平
成

2
9
年

(
2
0
1
7
年

）
2
4
,
8
5
0

3
8
,
0
0
0

1
,
7
8
0

2
1
,
0
2
0

5
,
2
5
0

9
0
,
9
0
0

0
.
3
1
8

1
1
9
,
8
0
6

平
成

3
0
年

(
2
0
1
8
年

）
2
4
,
6
6
0

3
9
,
3
3
0

2
,
0
7
0

1
9
,
4
2
0

8
,
0
5
0

9
3
,
5
3
0

0
.
3
2
9

1
2
4
,
3
0
1

令
和

元
年

(
2
0
1
9
年

）
2
5
,
1
6
0

5
2
,
4
0
0

2
,
1
5
0

2
2
,
7
9
0

6
,
5
0
0

1
0
9
,
0
0
0

0
.
3
3
8

1
4
5
,
8
4
2

令
和

２
年

(
2
0
2
0
年

）
2
3
,
7
4
0

4
7
,
1
4
0

1
,
3
5
0

2
6
,
2
8
0

9
,
0
3
0

1
0
7
,
5
4
0

0
.
3
6
3

1
4
6
,
5
7
7

５
年

平
均

（
平

成
2
8
年

～
令

和
２

年
）

2
4
,
1
9
4

4
2
,
9
5
2

1
,
8
2
4

2
1
,
7
1
2

7
,
2
0
6

9
7
,
8
8
8

1
3
0
,
6
0
8

※
本

表
の

基
に

な
る

標
準

生
計

費
に

は
、

税
金

・
社

会
保

険
料

の
支

払
い

に
係

る
非

消
費

支
出

を
含

ん
で

い
な

い
が

、
賃

金
と

比
較

す
る

う
え

で
非

消
費

支
出

分
を

推
計

加
算

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
、

各
年

の
総

務
省

統
計

局
「

家
計

調
査

」
の

全
国

平
均

の
非

消
費

支
出

の
消

費
支

出
に

対
す

る
割

合
（

非
消

費
支

出
÷

消
費

支
出

×
1
0
0
）

を
標

準
生

計
費

に
乗

じ
た

数
値

で
非

消
費

支
出

を
推

計
し

、
標

準
生

計
費

に
、

こ
の

非
消

費
支

出
を

含
ん

だ
負

担
費

修
正

値
と

し
て

算
出

し
た

。

（
注

）
３

　
費

目
別

、
世

帯
人

員
別

標
準

生
計

費
の

算
定

　
　

　
　

　
 
 
１

人
世

帯
に

つ
い

て
、

全
国

の
１

人
世

帯
の

費
目

別
標

準
生

計
費

に
、

全
国

の
費

目
別

平
均

支
出

金
額

に
対

す
る

鳥
取

県
の

同
支

出
金

額
の

割
合

を
乗

じ
て

求
め

ら
れ

て
い

る
。

 　
　

　
４

　
標

準
生

計
費

の
費

目
　

　
　

　
　

 
 
標

準
生

計
費

は
、

次
の

費
目

に
分

類
し

て
算

定
し

て
い

る
が

、
各

費
目

の
内

容
は

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
掲

げ
る

家
計

調
査

等
の

大
分

類
項

目
に

対
応

す
る

。
　 　

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
食

料
費

…
…

…
…

…
食

料
　

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
住

居
関

係
費

…
…

…
住

居
、

光
熱

・
水

道
及

び
家

具
・

家
事

用
品

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
　

被
服

・
履

物
費

…
…

被
服

及
び

履
物

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
雑

費
Ⅰ

…
…

…
…

…
保

健
医

療
、

交
通

・
通

信
、

教
育

及
び

教
養

娯
楽

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
雑

費
Ⅱ

…
…

…
…

…
そ

の
他

の
消

費
支

出
（

諸
雑

費
、

こ
づ

か
い

、
交

際
費

及
び

仕
送

り
金

）

（
注

）
２

　
②

の
数

値
は

総
務

省
統

計
局

「
家

計
調

査
」

よ
り

、
負

担
費

修
正

値
は

鳥
取

労
働

局
労

働
基

準
部

賃
金

室
が

算
出

し
た

。

（
注

）
１

　
②

及
び

負
担

費
補

正
値

を
除

く
数

値
は

、
鳥

取
県

人
事

委
員

会
に

よ
る

「
職

員
の

給
与

に
関

す
る

報
告

及
び

勧
告

並
び

に
人

事
管

理
に

関
す

る
報

告
」

の
資

料
の

う
ち

、
生

計
費

関
係

資
料

記
載

の
デ

ー
タ

を
用

い
た

。
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平成27年（2015年）＝100

前年 前年 前年
年   月 (同月) 前月比 (同月) 前月比 (同月) 前月比

比 比 比
（％） （％） （％） （％） （％） （％）

平成28年 99.9 -0.1 100.0 0.0 99.7 -0.3
29 100.4 0.5 100.6 0.6 99.9 0.3
30 101.3 1.0 102.1 1.5 100.9 1.0

令和1年 101.8 0.5 102.6 0.5 101.3 0.3
2 101.8 0.0 102.2 -0.4 100.6 -0.6

R2/5 101.8 0.1 0.0 102.2 -0.3 0.1 100.2 -1.0 -0.3
6 101.7 0.1 -0.1 102.1 -0.2 -0.1 100.2 -0.7 0.0

7 101.9 0.3 0.1 102.4 0.2 0.3 100.7 -0.3 0.4
8 102.0 0.2 0.2 102.7 0.0 0.3 101.1 -0.3 0.4
9 102.0 0.0 -0.1 102.5 -0.6 -0.2 101.0 -0.7 -0.1
10 101.8 -0.4 -0.1 102.0 -0.9 -0.5 100.6 -0.9 -0.5
11 101.3 -0.9 -0.5 101.2 -1.7 -0.8 100.0 -1.4 -0.6
12 101.1 -1.2 -0.3 101.0 -1.7 -0.2 100.0 -1.4 0.0

Ｒ3/1 101.6 -0.6 0.5 101.9 -0.9 0.9 100.7 -0.6 0.6
2 101.6 -0.4 0.0 101.9 -0.7 0.0 100.6 -0.3 -0.1
3 101.8 -0.2 0.2 102.0 -0.6 0.1 100.8 0.0 0.3
4 101.4 -0.4 -0.3 101.6 -0.6 -0.4 100.4 -0.1 -0.4
5 101.7 -0.1 0.3 101.8 -0.4 0.2 100.7 0.5 0.2

前年 前年 前年
年   月 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比

比 比 比
（％） （％） （％） （％） （％） （％）

平成28年 99.9 -0.1 100.0 0.0 100.0 0.0
29 100.5 0.6 100.4 0.3 100.5 0.5
30 101.1 0.7 101.2 0.8 101.6 1.1

令和1年 101.1 0.0 101.2 0.1 102.5 0.9
2 101.3 0.1 101.5 0.2 102.8 0.2

R2/5 101.3 0.4 0.0 101.5 0.4 0.2 102.7 0.2 0.1
6 101.2 0.4 -0.1 101.5 0.6 0.0 102.7 0.3 0.0

7 101.5 0.6 0.3 101.5 0.5 0.0 102.8 0.6 0.1
8 101.4 0.1 -0.1 101.7 0.5 0.3 103.1 0.6 0.3
9 101.6 0.2 0.3 101.6 0.3 -0.1 102.9 0.2 -0.2
10 101.2 -0.5 -0.4 101.6 -0.3 0.0 102.8 -0.5 -0.1
11 100.8 -0.8 -0.4 101.2 -0.6 -0.5 102.3 -0.6 -0.4
12 100.6 -0.6 -0.2 100.8 -0.9 -0.4 102.3 -0.8 -0.1

Ｒ3/1 101.2 -0.2 0.6 101.1 -0.5 0.4 102.7 -0.5 0.4
2 101.0 -0.1 -0.2 100.9 -0.8 -0.2 102.8 0.0 0.0
3 101.5 -0.1 0.4 101.2 -0.4 0.2 103.3 0.3 0.5
4 100.9 -0.4 -0.5 101.2 -0.1 0.1 102.8 0.2 -0.4
5 101.0 -0.3 0.1 101.3 -0.1 0.1 102.9 0.3 0.1

資料出所：鳥取県令和新時代創造本部 統計課「鳥取市消費者物価指数」

山  　口  　市広 　 島  　市岡 　 山  　市

全国･中国地方県庁所在地別総合指数

全　　　　国 鳥　  取  　市 松　  江  　市

指 数 指 数 指 数
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前年 前年 前年 前年 前年 前年 前年

年月 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比

比 比 比 比 比 比 比

（％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％）

ｳｪｲﾄ

Ｈ28年 100.0 0.0 101.8 1.8 99.8 -0.2 94.9 -5.1 99.9 -0.1 102.7 2.7 100.5 0.5

29年 100.6 0.6 102.3 0.5 99.5 -0.3 99.4 4.8 99.7 -0.2 103.1 0.3 101.0 0.5

30年 102.1 1.5 104.5 2.2 99.6 0.2 105.1 5.7 100.2 0.5 103.1 0.1 102.5 1.4

Ｒ1年 102.6 0.5 105.9 1.3 99.8 0.2 107.6 2.3 103.1 2.9 103.2 0.0 102.9 0.4

2年 102.2 -0.4 107.5 1.5 99.4 -0.4 104.8 -2.6 104.7 1.6 106.4 3.1 102.9 0.0

R2/5 102.2 -0.3 0.1 107.7 2.6 0.1 99.6 0.1 -0.2 105.8 -1.8 0.0 103.8 0.3 0.1 107.3 4.0 -0.3 102.9 0.2 0.2

6 102.1 -0.2 -0.1 106.8 1.3 -0.8 99.5 -0.1 -0.1 105.6 -1.6 -0.2 105.8 4.3 1.9 106.3 3.3 -0.9 103.1 0.4 0.1

7 102.4 0.2 0.3 107.6 2.7 0.8 99.4 -0.3 -0.2 105.1 -2.0 -0.5 106.5 4.7 0.7 105.9 3.7 -0.4 103.2 0.2 0.1

8 102.7 0.0 0.3 110.0 3.6 2.2 99.4 -0.5 0.0 104.2 -2.7 -0.8 104.7 0.7 -1.7 105.9 5.8 0.1 102.8 0.0 -0.4

9 102.5 -0.6 -0.2 109.5 1.8 -0.4 99.4 -0.5 0.0 103.2 -3.3 -0.9 105.1 -0.2 0.5 108.0 3.6 2.0 103.1 0.1 0.3

10 102.0 -0.9 -0.5 108.4 1.0 -1.1 98.5 -1.5 -0.8 102.3 -4.1 -0.9 106.4 0.3 1.2 106.9 -1.0 -1.0 103.0 -0.5 0.0

11 101.2 -1.7 -0.8 105.5 -1.1 -2.6 98.6 -1.5 0.1 101.9 -5.7 -0.4 105.2 -1.9 -1.1 107.7 -0.5 0.7 103.0 -0.1 0.0

12 101.0 -1.7 -0.2 105.4 -1.1 -0.1 98.6 -1.5 0.0 101.6 -5.5 -0.3 105.2 0.9 0.0 105.9 -3.0 -1.6 102.4 -0.6 -0.6

Ｒ3/1 101.9 -0.9 0.9 106.9 -0.4 1.4 99.0 -1.1 0.4 101.8 -5.5 0.2 106.0 2.5 0.8 105.0 -1.0 -0.9 102.5 -0.6 0.1

2 101.9 -0.7 0.0 106.9 0.2 0.0 99.0 -1.2 0.0 102.1 -5.0 0.3 105.8 4.1 -0.3 104.6 0.0 -0.4 102.3 -0.5 -0.2

3 102.0 -0.6 0.1 106.6 -0.7 -0.3 99.1 -0.8 0.1 103.1 -3.8 1.0 105.1 -0.2 -0.7 104.0 -0.4 -0.6 102.7 -0.3 0.4

4 101.6 -0.6 -0.4 106.3 -1.2 -0.3 99.4 -0.5 0.3 104.2 -1.6 1.1 104.8 1.1 -0.2 106.5 -1.0 2.4 102.6 -0.1 -0.1

5 101.8 -0.4 0.2 106.5 -1.1 0.2 99.3 -0.3 0.0 106.0 0.2 1.7 105.1 1.2 0.2 106.5 -0.7 0.0 102.5 -0.4 -0.1

前年 前年 前年 前年 前年 前年

年月 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比 指 数 (同月) 前月比

比 比 比 比 比 比

（％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％）

ｳｪｲﾄ

Ｈ28年 97.7 -2.3 101.4 1.4 101.1 1.1 101.1 1.1 99.7 -0.3 100.6 0.6

29年 98.2 0.4 102.8 1.4 101.6 0.5 101.3 0.3 100.4 0.7 100.7 0.2

30年 99.8 1.7 103.3 0.5 102.1 0.6 102.2 0.9 101.6 1.2 101.3 0.5

Ｒ1年 98.8 -1.0 101.8 -1.4 103.2 1.0 100.4 -1.8 102.2 0.6 101.9 0.6

2年 98.2 -0.6 94.1 -7.5 102.6 -0.6 94.4 -6.0 101.5 -0.7 101.7 -0.2

R2/5 96.7 -2.5 0.1 93.9 -10.1 0.0 104.0 1.4 0.3 94.2 -8.2 0.4 101.6 -0.7 0.0 102.0 0.0 0.0

6 97.4 -0.7 0.7 93.9 -10.1 0.0 103.9 1.6 -0.1 94.3 -7.8 0.1 101.7 -0.4 0.1 101.9 0.2 0.0

7 98.0 -0.4 0.6 93.9 -10.1 0.0 104.1 2.0 0.2 94.2 -8.3 -0.1 101.7 -0.3 0.0 102.0 0.2 0.0

8 98.1 -0.2 0.2 93.9 -10.1 0.0 102.5 -1.6 -1.5 94.2 -7.9 0.0 101.3 -0.9 -0.4 101.6 -0.4 -0.4

9 97.6 0.1 -0.5 93.9 -10.1 0.0 101.5 -1.5 -1.1 94.6 -7.7 0.4 101.3 -1.0 0.0 101.7 -0.6 0.1

10 97.7 -1.3 0.1 93.9 -1.0 0.0 101.0 -3.7 -0.4 94.8 0.8 0.2 100.9 -1.4 -0.4 101.3 -0.8 -0.4

11 97.7 -1.5 -0.1 93.9 -1.0 0.0 100.8 -3.9 -0.2 95.0 1.2 0.2 100.7 -1.8 -0.2 101.1 -1.1 -0.2

12 97.9 -1.4 0.3 93.9 -1.0 0.0 100.1 -3.9 -0.7 94.7 1.2 -0.3 100.7 -1.6 0.0 101.1 -1.0 0.0

Ｒ3/1 98.2 -2.0 0.3 93.9 -1.0 0.0 103.7 0.8 3.6 95.2 1.1 0.5 101.2 -1.1 0.5 101.5 -0.4 0.4

2 98.6 -1.9 0.4 93.9 -1.0 0.0 102.9 0.0 -0.8 95.5 1.4 0.3 101.3 -0.9 0.0 101.4 -0.2 -0.1

3 99.3 -0.2 0.7 93.9 -1.0 0.0 103.6 0.2 0.7 95.5 1.3 0.0 101.5 -0.7 0.2 101.4 -0.5 0.0

4 95.7 -1.0 -3.7 93.9 0.0 0.0 103.5 -0.1 0.0 95.8 2.0 0.3 101.1 -0.5 -0.4 100.8 -1.1 -0.6

5 95.9 -0.9 0.2 93.5 -0.4 -0.4 103.5 -0.4 0.0 96.2 2.1 0.4 101.3 -0.3 0.2 100.9 -1.1 0.1

資料出所：鳥取県令和新時代創造本部 統計課「鳥取市消費者物価指数」

鳥 取 市 １０ 大 費 目 指 数

教  養  娯  楽

家具・家事用品 被服 及び 履物総       合 食       料 住       居 光 熱 ・ 水 道

2617

教       育

437

9581679

1862 753

生鮮食品を除く総合
生鮮食品及びエネル

ギーを除く総合

8698

平成２７年（２０１５年）＝１００

保  健  医  療

424

1735 213 906

37410000

諸   雑   費交 通 ・ 通 信
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月
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5
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△
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月
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4
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4
5

1
0
0
.0

△
 2
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4
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月
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 1
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7
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△
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年
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月
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.5
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1
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4
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5
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3
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年
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月
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0
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9
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9
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1
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3
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1
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0
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 ：
 「

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

」
と

は
、

基
本

給
、

諸
手

当
を

含
み

「
所

定
内

給
与

」
と

「
所

定
外

給
与

」
の

合
計

。
　

各
「

指
数

」
は

平
成

2
7

年
を

1
0

0
と

し
た

も
の

。
　

△
は

－
(ﾏ

ｲ
ﾅ
ｽ
)を

表
す

。
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9
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和
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 年

区
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月
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2
.3

2
5
.0

9

2
4
4
,6

7
0

1
0
1
.6

0
.8

9
8
.4

1
0
5
.8

3
0
.8

8
2
7
0
,6

9
4

1
0
1
.9

0
.7

9
9
.3

1
0
2
.7

2
5
.0

9

2
4
4
,4

3
2

1
0
1
.5

△
 0

.1
9
6
.2

1
0
7
.9

3
1
.5

3
2
7
0
,8

4
7

1
0
2
.0

0
.1

9
7
.2

1
0
4
.0

2
5
.5

9

2
4
4
,9

6
8

1
0
1
.7

0
.2

9
4
.3

1
0
9
.0

3
1
.1

3
2
7
1
,0

2
5

1
0
2
.1

0
.1

9
5
.5

1
0
4
.3

2
5
.2

8

２
年

1
月

2
4
2
,4

3
6

1
0
0
.7

0
.9

9
0
.9

1
0
8
.9

3
1
.8

2
2
6
8
,9

9
3

1
0
1
.3

0
.7

9
2
.7

1
0
4
.3

2
5
.7

5

２
年

2
月

2
4
2
,8

9
4

1
0
0
.9

0
.6

9
3
.9

1
0
8
.7

3
1
.7

4
2
6
9
,0

7
8

1
0
1
.3

0
.5

9
4
.0

1
0
4
.2

2
5
.6

9

２
年

3
月

2
4
3
,8

2
5

1
0
1
.2

0
.3

9
5
.0

1
0
8
.1

3
1
.6

1
2
6
9
,8

0
9

1
0
1
.6

0
.1

9
5
.9

1
0
3
.3

2
5
.7

0

２
年

4
月

2
4
6
,4

7
9

1
0
2
.4

0
.1

9
6
.5

1
0
9
.0

3
0
.5

5
2
7
2
,9

2
1

1
0
2
.8

△
 0

.1
9
8
.2

1
0
4
.9

2
4
.6

4

２
年

5
月

2
4
3
,1

8
6

1
0
1
.0

0
.1

8
5
.8

1
0
8
.3

3
0
.2

4
2
6
8
,5

8
7

1
0
1
.1

△
 0

.3
8
7
.1

1
0
4
.4

2
4
.7

0

２
年

6
月

2
4
6
,7

3
2

1
0
2
.5

0
.4

9
6
.6

1
0
8
.7

3
0
.6

7
2
7
2
,2

4
1

1
0
2
.5

△
 0

.1
9
7
.2

1
0
4
.5

2
4
.9

6

２
年

7
月

2
4
6
,2

5
5

1
0
2
.3

0
.2

9
8
.4

1
0
9
.1

3
0
.7

7
2
7
2
,1

8
6

1
0
2
.5

0
.2

9
9
.8

1
0
4
.6

2
5
.0

7

2
年

8
月

2
4
3
,9

8
8

1
0
1
.3

△
 0

.3
9
0
.1

1
0
9
.2

3
0
.9

2
2
6
9
,9

4
6

1
0
1
.7

△
 0

.4
9
1
.2

1
0
4
.4

2
5
.1

4

2
年

9
月

2
4
5
,7

1
7

1
0
2
.0

0
.1

9
5
.0

1
0
9
.1

3
1
.0

6
2
7
1
,7

4
3

1
0
2
.3

0
.0

9
5
.7

1
0
4
.2

2
5
.2

9

2
年

1
0
月

2
4
7
,3

0
3

1
0
2
.7

0
.5

9
8
.5

1
0
9
.5

3
1
.1

8
2
7
3
,8

1
6

1
0
3
.1

0
.3

1
0
0
.2

1
0
4
.3

2
5
.2

4

2
年

1
1
月

2
4
5
,2

8
8

1
0
1
.9

△
 0

.1
9
6
.2

1
0
9
.7

3
1
.5

2
2
7
1
,1

4
3

1
0
2
.1

△
 0

.3
9
7
.2

1
0
4
.4

2
5
.6

9

2
年

1
2
月

2
4
5
,5

0
3

1
0
1
.9

△
 0

.1
9
5
.2

1
0
9
.8

3
1
.5

2
2
7
1
,8

5
2

1
0
2
.4

0
.1

9
6
.3

1
0
4
.3

2
5
.4

3

3
年

1
月

2
4
3
,0

7
5

1
0
0
.9

0
.2

8
9
.4

1
0
9
.5

3
1
.2

3
2
7
0
,0

2
6

1
0
1
.7

0
.4

9
1
.4

1
0
4
.0

2
5
.2

8

3
年

2
月

2
4
3
,5

6
4

1
0
1
.1

0
.2

9
1
.0

1
0
9
.3

3
1
.2

8
2
6
9
,8

6
8

1
0
1
.6

0
.3

9
1
.5

1
0
3
.8

2
5
.3

8

3
年

3
月

2
4
6
,0

2
3

1
0
2
.2

1
.0

9
6
.0

1
0
8
.9

3
1
.2

0
2
7
3
,6

5
0

1
0
3
.1

1
.5

9
8
.0

1
0
3
.1

2
5
.0

4

注
 ：

 「
所

定
内

給
与

」
と

は
、

「
き

ま
っ

て
支

給
す

る
給

与
」

か
ら

「
所

定
外

給
与

（
時

間
外

勤
務

手
当

等
）

」
を

差
し

引
い

た
も

の
。

　
各

「
指

数
」

は
平

成
2

7
年

を
1

0
0

と
し

た
も

の
。

　
△

は
－

(ﾏ
ｲ
ﾅ
ｽ
)を

表
す

。

資
料

出
所

：
厚

生
労

働
省

　
毎

月
勤

労
統

計
調

査
（

令
和

3
年

6
月

分
結

果
確

報
よ

り
）

分

常
用

労
働

者
平

均
（

事
業

所
規

模
5

人
以

上
）

常
用

労
働

者
平

均
（

事
業

所
規

模
3

0
人

以
上

）

所
定

内
給

与
労

働
者

所
定

内
給

与
労

働
者

令
和

 ２
 年

令
和

 元
 年

区

平
成

 2
9
 年

平
成

 3
0
 年

14



毎
月

勤
労

統
計

（
鳥

取
県

）
き

ま
っ

て
支

給
す

る
給

与
関

係
時

系
列

表

労
働

時
間

労
働

時
間

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

額

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

指
数

平
成

2
7

年
=
1

0
0

前
年

比
＊

格
　

　
差

(全
国

=
1

0
0

)

総
実

労
働

時
間

指
数

平
成

2
7

年
＝

１
０

０

常
用

雇
用

指
　

　
数

平
成

2
7

年
＝

１
０

０

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
比

率
（

％
）

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

額

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

指
数

平
成

2
7

年
=
1

0
0

前
年

比
＊

格
　

　
差

(全
国

=
1

0
0

)

総
実

労
働

時
間

指
数

平
成

2
7

年
＝

１
０

０

常
用

雇
用

指
　

　
数

平
成

2
7

年
＝

１
０

０

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
比

率
（

％
）

2
3
9
,9

6
2

1
0
1
.5

1
.3

9
1
.4

9
9
.9

1
0
1
.4

2
2
.1

2
6
0
,3

7
4

1
0
1
.3

0
.4

8
8
.6

1
0
0
.6

1
0
0
.6

1
8
.6

2
2
9
,8

4
0

9
7
.2

△
 4

.2
8
6
.9

9
8
.5

9
9
.1

2
6
.2

2
5
1
,1

1
5

9
7
.7

△
 3

.6
8
4
.9

1
0
1
.1

9
6
.6

2
2
.0

2
2
5
,0

4
0

9
5
.2

△
 2

.1
8
5
.2

9
5
.0

1
0
0
.4

2
7
.5

2
4
4
,3

1
9

9
5
.1

△
 2

.7
8
2
.5

9
8
.1

1
0
0
.1

2
3
.0

2
2
4
,5

7
1

9
5
.0

△
 0

.2
8
5
.6

9
2
.6

1
0
0
.3

2
6
.6

2
4
5
,5

0
4

9
5
.5

0
.4

8
3
.8

9
4
.9

1
0
1
.2

2
1
.5

2
年

1
月

2
2
5
,9

3
9

9
5
.6

3
.9

8
6
.4

8
9
.8

1
0
0
.0

2
6
.5

2
4
4
,4

6
8

9
5
.1

2
.3

8
3
.4

9
1
.9

1
0
0
.8

2
2
.4

2
年

2
月

2
2
5
,1

1
3

9
5
.2

2
.4

8
5
.8

9
2
.8

1
0
0
.6

2
6
.7

2
4
3
,3

8
9

9
4
.7

1
.0

8
2
.9

9
4
.5

1
0
0
.8

2
2
.1

2
年

3
月

2
2
6
,2

1
3

9
5
.7

2
.5

8
6
.0

9
4
.2

9
9
.7

2
6
.6

2
4
6
,8

7
7

9
6
.0

1
.7

8
3
.9

9
7
.1

1
0
0
.1

2
2
.1

2
年

4
月

2
2
7
,0

0
3

9
6
.0

0
.6

8
5
.9

9
5
.2

1
0
0
.7

2
6
.4

2
4
8
,4

9
3

9
6
.7

0
.7

8
4
.0

9
9
.0

1
0
1
.6

2
1
.4

2
年

5
月

2
2
1
,3

2
0

9
3
.6

△
 1

.7
8
5
.9

8
4
.5

1
0
0
.1

2
6
.1

2
4
0
,7

9
8

9
3
.7

△
 2

.4
8
3
.9

8
7
.4

1
0
1
.4

2
1
.2

2
年

6
月

2
2
5
,9

2
8

9
5
.6

0
.6

8
6
.4

9
6
.5

1
0
0
.5

2
6
.4

2
4
5
,1

9
0

9
5
.4

△
 0

.3
8
4
.3

9
6
.9

1
0
1
.3

2
1
.3

2
年

7
月

2
2
3
,0

6
4

9
4
.4

△
 2

.3
8
5
.0

9
4
.6

1
0
0
.7

2
7
.0

2
4
6
,2

0
8

9
5
.8

0
.6

8
4
.1

9
7
.5

1
0
1
.7

2
1
.2

2
年

8
月

2
2
2
,4

5
7

9
4
.1

△
 1

.7
8
5
.3

8
6
.8

1
0
0
.8

2
6
.4

2
4
4
,6

3
6

9
5
.2

0
.4

8
4
.0

8
9
.2

1
0
1
.7

2
1
.1

2
年

9
月

2
2
2
,9

7
8

9
4
.3

△
 1

.5
8
5
.0

9
2
.9

9
9
.9

2
6
.2

2
4
5
,4

1
0

9
5
.5

1
.2

8
3
.8

9
4
.7

1
0
1
.5

2
1
.0

2
年

1
0
月

2
2
5
,4

1
3

9
5
.4

△
 1

.0
8
5
.1

9
6
.5

1
0
0
.1

2
6
.4

2
4
6
,9

2
9

9
6
.1

1
.1

8
3
.3

9
8
.8

1
0
1
.4

2
0
.6

2
年

1
1
月

2
2
5
,4

2
5

9
5
.4

△
 1

.9
8
5
.6

9
3
.9

1
0
0
.4

2
7
.4

2
4
6
,4

9
9

9
5
.9

△
 0

.3
8
3
.8

9
6
.4

1
0
0
.9

2
1
.9

2
年

1
2
月

2
2
4
,0

2
8

9
4
.8

△
 2

.1
8
5
.0

9
3
.3

1
0
0
.4

2
7
.3

2
4
7
,1

8
2

9
6
.2

0
.1

8
3
.8

9
5
.8

1
0
0
.8

2
1
.4

3
年

1
月

2
2
2
,7

1
4

9
4
.2

△
 1

.5
8
5
.4

8
7
.0

1
0
0
.2

2
6
.7

2
4
2
,7

9
2

9
4
.5

△
 0

.6
8
2
.9

8
9
.8

1
0
0
.2

2
1
.6

3
年

2
月

2
2
3
,6

3
2

9
4
.6

△
 0

.6
8
5
.6

9
0
.4

1
0
0
.3

2
6
.3

2
4
3
,7

8
4

9
4
.8

0
.1

8
3
.3

9
2
.0

1
0
0
.2

2
1
.9

3
年

3
月

2
2
4
,9

6
3

9
5
.2

△
 0

.5
8
5
.1

9
5
.2

1
0
0
.9

2
7
.0

2
4
4
,9

1
0

9
5
.3

△
 0

.7
8
2
.4

9
7
.7

1
0
0
.2

2
1
.7

注
 ：

 「
き

ま
っ

て
支

給
す

る
給

与
」

と
は

、
基

本
給

、
諸

手
当

を
含

み
「

所
定

内
給

与
」

と
「

所
定

外
給

与
」

の
合

計
。

　
各

「
指

数
」

は
平

成
2

7
年

を
1

0
0

と
し

た
も

の
。

　
△

は
－

(ﾏ
ｲ
ﾅ
ｽ
)を

表
す

。

資
料

出
所

：
鳥

取
県

令
和

新
時

代
創

造
本

部
統

計
課

　
毎

月
勤

労
統

計
調

査
地

方
調

査
月

報
（

令
和

3
年

6
月

2
1

日
時

点
）

（
＊

格
差

に
つ

い
て

は
鳥

取
労

働
局

労
働

基
準

部
賃

金
室

が
算

出
し

た
。

）

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

労
働

者
労

働
者

常
用

労
働

者
平

均
（

事
業

所
規

模
 5

人
以

上
）

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

常
用

労
働

者
平

均
（

事
業

所
規

模
 3

0
人

以
上

）

区
分

令
和

 ２
 年

平
成

 2
9
 年

平
成

 3
0
 年

令
和

 元
 年

15



毎
月

勤
労

統
計

（
鳥

取
県

）
所

定
内

給
与

関
係

時
系

列
表

労
働

時
間

労
働

時
間

所
定

内
給

与
額

所
 定

 内
給

与
指

数
平

成
2

7
年

=
1

0
0

前
年

比
＊

格
　

　
差

(全
国

=
1

0
0

)

所
定

内
労

働
時

間
指

数
平

成
2

7
年

＝
１

０
０

常
用

雇
用

指
　

　
数

平
成

2
7

年
＝

１
０

０

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
比

率
（

％
）

所
定

内
給

与
額

所
 定

 内
給

与
指

数
平

成
2

7
年

=
1

0
0

前
年

比
＊

格
　

　
差

(全
国

=
1

0
0

)

所
定

内
労

働
時

間
指

数
平

成
2

7
年

＝
１

０
０

常
用

雇
用

指
　

　
数

平
成

2
7

年
＝

１
０

０

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
比

率
（

％
）

2
2
5
,4

7
1

1
0
1
.3

1
.5

9
2
.9

9
9
.8

1
0
1
.4

2
2
.1

2
4
1
,8

6
0

1
0
0
.8

0
.4

9
0
.0

1
0
0
.5

1
0
0
.6

1
8
.6

2
1
6
,3

7
0

9
7
.2

△
 4

.0
8
8
.4

9
7
.7

9
9
.1

2
6
.2

2
3
3
,7

1
3

9
7
.4

△
 3

.4
8
6
.3

9
9
.5

9
6
.6

2
2
.0

2
1
0
,9

6
4

9
4
.8

△
 2

.5
8
6
.3

9
4
.2

1
0
0
.4

2
7
.5

2
2
6
,2

3
1

9
4
.3

△
 3

.2
8
3
.5

9
6
.5

1
0
0
.1

2
3
.0

2
1
2
,7

9
2

9
5
.6

0
.8

8
6
.9

9
3
.1

1
0
0
.3

2
6
.6

2
3
0
,0

9
2

9
5
.9

1
.7

8
4
.9

9
5
.1

1
0
1
.2

2
1
.5

2
年

1
月

2
1
2
,4

6
0

9
5
.4

4
.3

8
7
.6

8
9
.4

1
0
0
.0
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【賃金】
● 連　合（平均賃金方式、加重平均） (前年同時期)

3月19日 3月25日 4月2日 4月13日 5月6日 6月1日 5月7日 6月2日
(3月19日発表) (3月26日発表) (4月6日発表) (4月15日発表) (5月10日発表) (6月4日発表） (5月11日発表) (6月5日発表)

1.81％ 1.81％ 1.82％ 1.83％ 1.81％ 1.79％ 1.93％ 1.90％

5,563円 5,515円 5,463円 5,445円 5,347円 5,233円 5,683円 5,536円

(663組合) (1,151組合) (2,136組合) (2,572組合) (3,205組合) (4,298組合) (3,123組合) (4,321組合)

1,273,152人 1,526,881人 1,936,383人 2,034,729人 2,191,464人 2,422,272人 2,364,572人 2,678,576人

　　　   （平均賃金方式、300人未満、加重平均）

3月19日 3月25日 4月2日 4月13日 5月6日 6月1日 5月7日 6月2日
(3月19日発表) (3月26日発表) (4月6日発表) (4月15日発表) (5月10日発表) (6月4日発表） (5月11日発表) (6月5日発表)

1.84％ 1.86％ 1.84％ 1.81％ 1.77％ 1.74％ 1.91％ 1.81％

4,797円 4,737円 4,639円 4,547円 4,438円 4,331円 4,725円 4,512円

(347組合) (657組合) (1,369組合) (1,717組合) (2,222組合) (3,138組合) (2,119組合) (3,052組合)

34,730人 66,147人 143,466人 176,757人 223,633人 299,726人 222,410人 304,603人

         （平均賃金方式、300人以上、加重平均）

3月19日 3月25日 4月2日 4月13日 5月6日 6月1日 5月7日 6月2日
(3月19日発表) (3月26日発表) (4月6日発表) (4月15日発表) (5月10日発表) (6月4日発表） (5月11日発表) (6月5日発表)

1.81％ 1.81％ 1.82％ 1.83％ 1.82％ 1.80％ 1.93％ 1.91％

5,587円 5,549円 5,531円 5,534円 5,455円 5,366円 5,788円 5,677円

(316組合) (494組合) (767組合) (855組合) (983組合) (1,160組合) (1,004組合) (1,269組合)

1,238,422人 1,460,734人 1,792,917人 1,857,972人 1,967,831人 2,122,546人 2,142,162人 2,373,973人

(前年同企業)

5月28日 5月21日 －

1.82％ 2.17％ 2.03％

6,040円 7,297円 6,745円

(89社) (86社) －

(前年同時期)

(前年同時期)

6月11日 6月12日

1.72％ 1.72％

4,444円 4,471円

(212社) (201社)

令和3年　春季賃上げ　各集計機関別集計状況

300人以上

300人未満

全体計

○ 経団連（原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種・大手249社（＊）、加重平均、回答状況）

*昨年の調査対象は大手251社→

大手企業

中小企業

         （原則として従業員500人未満、17業種・752社、加重平均、回答状況）
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【年間一時金】
● 連　合（加重平均、回答集計） (前年同時期)

4月2日 5月6日 6月1日 5月7日 6月2日
(4月6日発表) (5月10日発表) （6月4日発表） (5月11日発表) (6月5日発表)

4.70月 4.70月 4.63月 4.92月 4.83月
(1,111組合) (1,456組合) (1,739組合) (1,528組合) (1,795組合)
1,453,205人 1,546,943人 1,696,663人 1,313,966人 1,753,341人

1,591,028円 1,578,800円 1,570,257円 1,589,259円 1,586,314円
(533組合) (701組合) (933組合) (731組合) (1,086組合)
849,788人 910,704人 1,017,196人 792,363人 1,045,145人

○ 経団連

　なし

● 連　合（季別、加重平均、回答集計） (前年同時期)

4月2日 5月6日 6月1日 5月7日 6月2日
(4月6日発表) (5月10日発表) （6月4日発表） (5月11日発表) (6月5日発表)

2.29月 2.29月 2.26月 2.36月 2.28月

(876組合) (1,256組合) (1,691組合) (1,211組合) (1,644組合)

865,398人 977,888人 1,159,439人 841,964人 1,323,428人

709,067円 717,373円 705,626円 654,899円 680,033円

(462組合) (667組合) (1,060組合) (686組合) (1,191組合)
550,111人 617,903人 761,120人 473,600人 742,784人

(前年同企業)

大手企業 － 6月17日 －

－ － －

－ － －

－ 925,947円 －

－ (86社) －

(前年同時期)

令和3年　春季賃上げ　各集計機関別集計状況

【夏季一時金】

金額回答

月数回答

月数回答

金額回答

回答月数

妥結額

○ 経団連（原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種・大手257社、加重平均、妥結状況）
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公表時期 基調判断 消費 投資 生産 雇用

令和2年12
月

厳しい状況
のなか、下げ
止まりつつあ
る

持ち直しつつ
ある

弱めの動き
が続いてい
る

持ち直しつつ
ある

弱めの動き
が見られる

令和3年1
月

持ち直しの動
きが見られる

持ち直しつつ
ある

弱めの動き
が続いてい
る

持ち直しの動
きが見られる

弱めの動き
が見られる

令和3年2
月

持ち直しの動
きが見られる

持ち直しつつ
ある

弱めの動き
が続いてい
る

持ち直しの動
きが見られる

弱めの動き
が見られる

令和3年3
月

なお持ち直し
の動き

一部に弱さ
が見られる
も、持ち直し
の動き

弱めの動き
が続いてい
る

なお持ち直し
の動き

弱めの動き
が見られる

令和3年4
月

持ち直しの動
きが見られる

一部に弱さ
が見られる
も、持ち直し
の動き

弱めの動き
が続いてい
る

一部に弱さ
が見られる
も、持ち直し
の動き

弱めの動き
が見られる

令和3年5
月

持ち直しの動
きが見られる

一部に弱さ
が見られる
も、持ち直し
の動き

弱めの動き
が続いてい
る

一部に弱さ
が見られる
も、持ち直し
の動き

弱めの動き
が見られる

令和3年6
月

持ち直しの動
きが続いてい
る

一部に弱さ
が見られる
も、持ち直し
の動き

弱めの動き
が続いてい
る

一部に弱さ
が残るも、持
ち直しの動き
が強まる

弱めの動き
が見られる

公表時期 総論 個人消費 設備投資 生産活動 企業収益 雇用情勢

令和３年１
月

一部に弱さ
がみられるも
のの、持ち直
しつつある

一部に弱さ
がみられるも
のの、緩や
かに持ち直し
つつある

２年度は前
年度を下回
る見込み

一部に弱さ
がみられるも
のの、緩や
かに持ち直し
ている

２年度は減
益見込み

弱い動きと
なっている

令和３年４
月

厳しい状況
にあるもの
の、持ち直し
つつある

緩やかに持
ち直しつつあ
る

２年度は前
年度を下回
る見込み

緩やかに持
ち直している

２年度は減
益見込み

弱い動きと
なっている

鳥取県の経済動向　（資料出所 ： 鳥取県令和新時代創造本部統計課）

鳥取県内の経済情勢　（資料出所 ： 財務省中国財務局鳥取財務事務所）
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令和３年４～６月期調査 
 
 

 

 
令 和 ３年 ６月 １１日 

 
財務省中国財務局 
鳥 取 財 務 事 務 所 

 
 

 
 

本調査についてのお問い合わせ先  

財務省中国財務局鳥取財務事務所  
財務課長 北川  

電話  0857-26-2295  
ＦＡＸ 0857-27-1010 
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１． 調査の目的と根拠

２． 調査対象の範囲 資本金、出資金又は基金（以下「資本金」という。）１千万円以上の県内

所在法人（電気・ガス・水道業及び金融業・保険業は１億円以上）

３． 調査時点

４． 調査対象期間

次の３期について、それぞれ直前の四半期との比較又は期末判断を

調査した。

令和3年4～6月（又は6月末）の現状

令和3年7～9月（又は9月末）の見通し

令和3年10～12月（又は12月末）の見通し

令和2年度の実績

令和3年度の実績見込み

５． 調査対象企業数及び回収状況

（注）・大企業：資本金10億円以上

（注）・中堅企業：資本金1億円以上10億円未満

（注）・中小企業：資本金1千万円以上1億円未満

６． 調査方法

　調査票による郵送又はオンライン調査 （自計記入による）。

　 BSI （ビジネス・サーベイ・インデックス）は、前期と比較した「上昇」又は「下降」等の変化

方向別の回答企業数の構成比から、先行きの経済動向を予測する方法である。

 景況判断BSI = 「上昇」40.0％－「下降」30.0％＝10.0％ポイント

令和3年5月15日

（１） 判断調査 ・・・

（２） 計数調査 ・・・

区　　　分
製 造 業 非 製 造 業

● 調査の要領 ●

企業活動の現状と見通しに対する企業経営者の判断を調査し、地域の経済情勢

をより的確に把握するとともに、財政・経済政策運営上の基礎資料とすることを目的に

統計法に基づく一般統計調査として実施。ああああああああああああああああああああああ

合 計

調査対象
企 業 数

回   答
企業数

回収率
（％）

調査対象
企 業 数

回   答
企業数

回収率
（％）

調査対象
企 業 数

回   答
企業数

回収率
（％）

100.0 10 10 100.0

中堅企業 12 12 100.0 26 25

大 企 業 3 3 100.0 7 7

96.2 38 37 97.4

100.0

合　　　計 35 35 100.0 69 68

中小企業 20 20 100.0 36 36 100.0 56 56

98.6 104 103 99.0

（参考）

［例］　　「景況判断」の場合
　　　　　前期と比べて「上昇」と回答した企業の構成比…40.0％
　　　　　　　　　　　　　 「不変」と回答した企業の構成比…25.0％
　　　　　　　　　　　　　 「下降」と回答した企業の構成比…30.0％
　　　　　　　　　      　 「不明」と回答した企業の構成比…　5.0％
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１．景況判断 ～　現状は「下降」超幅が縮小　～

現状（3年4～6月期）の景況判断BSIは、▲16.5％ポイントと「下降」超幅が縮小している。

　先行きについては、翌期(3年7～9月期)は「下降」超幅が縮小し、翌々期(3年10～12月期）は

「上昇」超に転じる見通しとなっている。

２．企業収益 ～　3年度は増収・増益見込み　～

（１） 売 上 高　　（電気・ガス・水道業及び金融業・保険業を除く）

／

（２） 経常利益　　（電気・ガス・水道業及び金融業・保険業を除く）

／

３．設備投資 ～　3年度は増加見込み　～

／

４．雇用 ～　現状は「不足気味」超幅が縮小　～

現状（3年6月末）の従業員数判断BSIは、15.5％ポイントと「不足気味」超幅が縮小している。

先行きについては、翌期（3年9月末）は「不足気味」超幅が拡大し、翌々期（3年12月末）は

「不足気味」超で推移する見通しとなっている。

５．今年度における設備投資のスタンス

　製造業では、「維持更新」が最も多く、次いで、「省力化合理化」、「生産（販売）能力の拡大」

の順となっている。

　非製造業では、「維持更新」が最も多く、次いで、「生産（販売）能力の拡大」、「省力化合理

化」の順となっている。

６．今年度における資金調達方法

　製造業では、「内部資金」が最も多く、次いで、「民間金融機関」、「公的機関」の順となって

いる。

　非製造業では、「民間金融機関」が最も多く、次いで、「内部資金」、「公的機関」の順となっ

ている。

(    製造業　27.2％   非製造業　　 ▲2.9％   ）

(    製造業　▲6.3％   非製造業　　72.4％   ）

3年度通期は、前年度比18.2％の増益見込みとなっている。

3年度通期は、前年度比23.5％の増加見込みとなっている。

3年度通期は、前年度比2.4％の増収見込みとなっている。

●    概況 ●

(    製造業　7.2％　   非製造業　　 ▲3.2％   ）
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１．景況判断

（１）現状判断

　現状（3年4～6月期）の景況判断BSIは、▲16.5％ポイントと「下降」超幅が縮小している。

①　業種別 　【製造業】

　【非製造業】

②　規模別 　【大企業】

　【中堅企業】

　【中小企業】

（２）先行き見通し

　先行きについては、翌期（3年7～9月期）は「下降」超幅が縮小し、翌々期（3年10～12月期）
は「上昇」超に転じる見通しとなっている。ああああああああああああああああああ

①　業種別 　【製造業】

　【非製造業】

②　規模別 　【大企業】

　【中堅企業】

　【中小企業】

【景況判断BSI】

（ BSI ： 前期比判断「上昇」-「下降」社数構成比 ） （％ポイント）

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

(注)　（　）書きは前回調査（令和3年1～3月期）での見通し

【景況判断BSIの推移（全産業）】

翌期：「上昇」超で推移 翌々期：「上昇」超で推移

「上昇」と「下降」が拮抗

▲25.0％ポイントと「下降」超幅が縮小

10.0％ポイントと「上昇」超に転じる

▲18.9％ポイントと「下降」超幅が縮小

▲19.6％ポイントと「下降」超幅が縮小

翌期：「上昇」と「下降」が拮抗 翌々期：「上昇」超となる

翌期：「下降」超幅が縮小 翌々期：「上昇」超に転じる

区分 社数
前回調査 現状判断 見通し

令和3年1～3月 令和3年4～6月 令和3年7～9月 令和3年10～12月

▲ 16.5 1.9

翌期：「上昇」超に転じる 翌々期：「上昇」超幅が拡大

翌期：「下降」超幅が縮小 翌々期：「上昇」と「下降」が拮抗

▲ 1.0 4.8 7.8

5.7 17.1

4.3 2.9

業
種
別

製造業 35 ▲ 22.9 0.0

全産業 103

▲ 1.5

規
模
別

大企業 10 ▲ 10.0 10.0

非製造業 68 ▲ 30.4 ▲ 25.0 7.2

▲ 8.6 0.0

▲ 27.9

10.0

中堅企業 37 ▲ 19.0 ▲ 18.9 2.4 8.1 4.8 18.9

10.0 10.0 10.0

3.8 0.0中小企業 56 ▲ 38.5 ▲ 19.6 0.0 ▲ 8.9

9.9
18.3

30.8

10.6 10.7 13.6 14.6

▲ 60.4

▲ 39.4

▲ 15.4

▲ 38.5
▲ 27.2

▲ 14.6
▲ 6.8

(1.9) (4.8)

▲ 50.5

▲ 21.2

15.4

▲ 27.9 ▲ 16.5

▲ 1.0

7.8

▲ 70

▲ 35

0

35

4∼6 7∼9 10∼12 1∼3 4∼6 7∼9 10∼12

2年 3年

上
昇

下
降

（％ポイント）

（現状判断） （見通し）

(注） - - - 線、（ ）書きは前回調査(令和3年1～3月期）での見通し
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２．企業収益

（１） 売上高

3年度通期は、前年度比2.4％の増収見込みとなっている。

【 売上高　前年度比 】

（2） 経常利益

3年度通期は、前年度比18.2％の増益見込みとなっている。

【 経常利益　前年度比 】

【 製 造 業 】 木材・木製品などで減収となるものの、食料品、生産用機械などで増収となることか
ら、全体としては7.2％の増収見込みとなっている。

【 非 製 造 業 】 農林水産などで増収となるものの、建設、卸売などで減収となることから、全体として
は▲3.2％の減収見込みとなっている。

繊維などで減益となるものの、パルプ・紙、食料品などで増益となることから、全体とし
ては27.2％の増益見込みとなっている。

【 製 造 業 】

農林水産などで増益となるものの、建設、小売などで減益となることから、全体として
は▲2.9％の減益見込みとなっている。

【 非 製 造 業 】

18.2

27.2

▲ 2.9

▲ 20

0

20

40

3年度

（％）
全産業

製造業

非製造業

6.8

30.3

13.4

0

20

40

大企業 中堅企業 中小企業

（％）
規模別

3.5

4.4

▲ 0.7

▲ 2

0

2

4

6

大企業 中堅企業 中小企業

（％）
規模別

2.4

7.2

▲ 3.2
▲ 5

0

5

10

3年度

（％） 全産業

製造業

非製造業

(3.8)

(注） １．電気・ガス・水道業及び金融業・保険業を除く

２．（ ）書きは前回（令和3年1～3月期）調査結果

(1.4）

(6.6)
(4.6）

(12.3）

(1.7）

(39.7)

(注） １．電気・ガス・水道業及び金融業・保険業を除く

２．（ ）書きは前回（令和3年1～3月期）調査結果

(19.3）

(56.5) (107.7）

(22.2）

(23.9）
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３．設備投資

【 設備投資　前年度比 】

【 主要業種別　設備投資状況　（3年度） 】

製造業(62.2％) 非製造業(37.8％)

3年度の設備投資計画は、前年度比23.5％の増加見込みとなっている。

　パルプ・紙などで増加するものの、木材・木製品、鉄鋼などで減少する
ことから、全体としては▲6.3％の減少見込みとなっている。

　運輸・郵便などで減少するものの、農林水産、金融・保険などで増加
することから、全体としては72.4％の増加見込みとなっている。

【 製 造 業 】

【 非 製 造 業 】

23.5

▲ 6.3

72.4

▲ 40

▲ 20

0

20

40

60

80

3年度

（％） 全産業

製造業

非製造業

▲ 200

▲ 100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

（
前
年
度
比
）

（2年度投資額構成）

▲49.2

その他非製造

（サービス等）

16.9
卸売

▲73.6
木材・木製品

100.3
金融・保険

154.9
情報通信

▲32.3
鉄鋼

115.0
パルプ・紙

5.7
小売

▲22.1

その他製造
（電気機械等）

12.8
情報通信

機械

90.3
食料品

703.5
農林水産

▲43.8
運輸
・郵便

(注） １．ソフトウェア含む、土地除く

２．（ ）書きは前回（令和3年1～3月期）調査結果

63.3

30.3

▲ 1.6

▲ 40

▲ 20

0

20

40

60

大企業 中堅企業 中小企業

（％）

(5.5)

(94.8)

(▲7.5)

(▲0.4)                                       

(58.7)

(14.4)

規模別

（％）

（％）
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４．雇用

（１）現状判断

　 現状（3年6月末）の従業員数判断BSIは、15.5％ポイントと「不足気味」超幅が縮小している。

①　業種別 【製造業】

【非製造業】

②　規模別 【大企業】

【中堅企業】

【中小企業】

（２）先行き見通し

　 先行きについては、翌期（3年9月末）は「不足気味」超幅が拡大し、翌々期（3年12月末）は「不

　足気味」超で推移する見通しとなっている。あああああああああああああああああああああ

①　業種別 【製造業】

【非製造業】

②　規模別 【大企業】

【中堅企業】

【中小企業】

【従業員数判断BSI】

（ BSI ： 期末判断「不足気味」-「過剰気味」社数構成比 ） （％ポイント）

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

(注)　（　）書きは前回調査（令和3年1～3月期）での見通し

【従業員数判断BSIの推移（全産業）】

14.3

中小企業 52 16.7 15.4 16.7 17.3 14.6 17.3

規
模
別

14.3

20.0 20.0 20.0

中堅企業 35 21.6 14.3 18.9 14.3 8.1

大企業 10 20.0 20.0 20.0

12.6 16.5

業
種
別

製造業 34 8.8 17.6 17.6 23.5 8.8

全産業 97 18.9 15.5 17.9 16.5

20.6

非製造業 63 24.6 14.3 18.0 12.7 14.8

翌期：｢不足気味｣超幅が拡大 翌々期：｢不足気味｣超幅が縮小

翌期：｢不足気味｣超幅が縮小 翌々期：｢不足気味｣超幅が拡大

区分 社数
前回調査 現状判断 見通し

令和3年3月末 令和3年6月末 令和3年9月末 令和3年12月末

翌期：｢不足気味｣超幅が拡大 翌々期：｢不足気味｣超で推移

17.6％ポイントと「不足気味」超幅が拡大

14.3％ポイントと「不足気味」超幅が縮小

20.0％ポイントと「不足気味」超で推移

14.3％ポイントと「不足気味」超幅が縮小

15.4％ポイントと「不足気味」超幅が縮小

翌期：｢不足気味｣超で推移 翌々期：｢不足気味｣超で推移

翌期：｢不足気味｣超で推移 翌々期：｢不足気味｣超で推移

▲ 18.8 ▲ 15.5
▲ 10.6 ▲ 8.4 ▲ 7.2 ▲ 5.2 ▲ 4.1

21.9 24.7 24.5 27.4 22.7 21.6 20.6(17.9)

(12.6)3.1
9.3 13.8

18.9

15.5

16.5 16.5

▲ 30

0

30

60

6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末

2年 3年

不
足
気
味

過
剰
気
味

（％ポイント）

(注） - - - 線、（ ）書きは前回調査(令和3年1～3月期）での見通し

（現状判断） （見通し）
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５．　今年度における設備投資のスタンス

　製造業では、「維持更新」が最も多く、次いで、「省力化合理化」、「生産（販売）能力の拡大」の
順となっている。

　非製造業では、「維持更新」が最も多く、次いで、「生産（販売）能力の拡大」、「省力化合理化」
の順となっている。

69.7%

51.5%

45.5%

39.4%

24.2%

9.1%

9.1%

6.1%

0.0%

3.0%

69.7%

54.5%

60.6%

45.5%

15.2%

6.1%

15.2%

15.2%

0.0%

3.0%

67.7%

61.3%

45.2%

45.2%

6.5%

9.7%

19.4%

12.9%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

維持更新

省力化合理化

生産（販売）能力の拡大

製（商）品・サービスの質的向上

情報化への対応

新事業への進出

研究開発

環境対策

海外投資

その他

製造業

令和3年度調査結果

令和2年度調査結果

令和元年度調査結果

60.0%

43.3%

50.0%

28.3%

36.7%

16.7%

3.3%

11.7%

0.0%

3.3%

63.8%

53.4%

46.6%

34.5%

32.8%

10.3%

5.2%

12.1%

0.0%

8.6%

65.5%

56.4%

49.1%

49.1%

34.5%

9.1%

1.8%

9.1%

0.0%

3.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

維持更新

省力化合理化

生産（販売）能力の拡大

製（商）品・サービスの質的向上

情報化への対応

新事業への進出

研究開発

環境対策

海外投資

その他

非製造業

令和3年度調査結果

令和2年度調査結果

令和元年度調査結果

（注） 10項目中3項目以内の複数回答による回答社数構成比
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６．　今年度における資金調達方法

　製造業では、「内部資金」が最も多く、次いで、「民間金融機関」、「公的機関」の順となってい
る。

　非製造業では、「民間金融機関」が最も多く、次いで、「内部資金」、「公的機関」の順となってい
る。

66.7%

60.6%

30.3%

15.2%

9.1%

9.1%

6.1%

6.1%

3.0%

15.2%

66.7%

66.7%

39.4%

27.3%

9.1%

9.1%

3.0%

3.0%

6.1%

12.1%

58.1%

58.1%

32.3%

25.8%

6.5%

6.5%

9.7%

3.2%

9.7%

12.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

内部資金

民間金融機関

公的機関

リース

資産の流動化・証券化

企業間信用

資産の売却

株式の発行

社債の発行

その他

製造業

令和3年度調査結果

令和2年度調査結果

令和元年度調査結果

63.0%

81.5%

50.0%

22.2%

7.4%

11.1%

3.7%

5.6%

0.0%

7.4%

47.2%

88.7%

49.1%

28.3%

3.8%

3.8%

15.1%

5.7%

1.9%

7.5%

67.3%

75.5%

30.6%

38.8%

2.0%

8.2%

12.2%

6.1%

4.1%

6.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

内部資金

民間金融機関

公的機関

リース

資産の流動化・証券化

企業間信用

資産の売却

株式の発行

社債の発行

その他

非製造業

令和3年度調査結果

令和2年度調査結果

令和元年度調査結果

（注） 10項目中3項目以内の複数回答による回答社数構成比
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 1 / 2 
 

令和３年度「最低賃金に関する基礎調査」の概要 

 

 

１ 調査の目的 

   この調査は、中小企業又は事業所の労働者の賃金の実態等を把握し、鳥

取最低賃金審議会における最低賃金の決定、改正等の審議に資することを

目的とする。 

 

 

２ 調査の地域 

   鳥取県の全域 

 

３ 調査対象産業及び事業所規模 

（１）E 製造業            １人～９９人 

（２）G 情報通信業のうち新聞業、出版業   １人～９９人 

（３）I 卸売・小売業            １人～２９人 

（４）L 学術研究、専門・技術サービス業   １人～２９人 

（５）M 宿泊業、飲食サービス業       １人～２９人 

（６）N 生活関連サービス業、娯楽業      １人～２９人 

（７）P 医療、福祉                         １人～２９人 

（８）R サービス業（他に分類されないもの）  １人～２９人 

 

４ 調査事項 

（１）事業所に関する事項 

(ア)事業所の名称及び所在地 

(イ)事業所の主要な生産品の名称又は事業の内容 

(ウ)法人番号 

(エ)事業所の労働者数 

（２）労働者に関する事項 

(ア)性別 

(イ)就業形態 

(ウ)年齢 

(エ)勤続年数 

(オ)職種又は仕事の内容(特定最低賃金の審議のために調査が必要な事業

所に限る) 

(カ)基本給の賃金形態及びその金額(見込額) 

(キ)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、その他の手当(各見込額) 

(ク)月間所定労働日数 

(ケ)１日の所定労働時間数 
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５ 集計する事項、結果の公表 

（１）集計事項 

(ア)産業、就業形態、賃金階級、事業所規模・年齢階級別労働者数  

(イ)産業、就業形態、賃金階級、性、年齢階級別労働者数  

（２）結果の公表 

      鳥取地方最低賃金審議会における最低賃金の決定、改正の審議の参考

資料として用い、事業所個別の情報は公表しない。 

（３）１時間当たり所定内賃金額の算定 

（A）月間所定内賃金額÷(B)月間所定労働時間数（円未満四捨五入） 

(A)月間所定内賃金額（精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除く） 

月給＝基本給額＋その他の手当 

日給＝（基本給額×月間所定労働日数）＋その他の手当 

時間給＝（基本給額×月間所定労働日数×１日の所定労働時間数） 

＋その他の手当 

(B)月間所定労働時間数 

１日の所定労働時間数×月間所定労働日数 

 

  ※ なお、「鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信

機械器具製造業最低賃金」、「鳥取県各種商品小売業最低賃金」については、

別に集計を行うこととする。 
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(総計) (大計) (中計　明細)

　

02

小売業（I56～I61（I561は除く））

学術・開発研究、広告業、専門・技術サービス業（L71～L74）

宿泊業（M75）

飲食サービス業（M76～M77）

洗濯・理容・美容・浴場業（N78）

その他の生活関連サービス業（N79）

娯楽業（N80）

医療業、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業（P83 P84 P85）

廃棄物処理業（R88）

特
定
最
賃

10
電子部品・デバイス・電
子回路製造業
《規模 100人未満》

電子部品・デバイス・電子回路製造業（E28（E280は除く））

11
電気機械器具製造業
《規模 100人未満》

電気機械器具製造業（E29（E290 E297は除く））

12
情報通信機械器具製造業
《規模 100人未満》

情報通信機械器具製造業（E30（E300は除く））

13 各種商品小売業

地
 
 
域
 
 
最
 
 
賃
 
 
対
 
 
象
 
 
産
 
 
業

01
産業別最低賃金適用除外
労働者

Ｇ 情報通信業のうち新聞
業、出版業
《規模 100人未満》

I　卸売・小売業
《規模 30人未満》

09
Ｒ　サービス業（他に分
類されないもの）
《規模 30人未満》

Ｐ 医療, 福祉・介護事業
《規模 30人未満》

08

02
Ｅ 製造業
《規模 100人未満》

最 低 賃 金 に 関 す る 基 礎 調 査 対 象 産 業 表

03

05
L 学術研究、専門・技術
サービス業
《規模 30人未満》

M 宿泊業,飲食サービス業
《規模 30人未満》

卸売業（I50～I55）

（令和３年度）

04

06

01

金属製品製造業（E24）

はん用、生産用機械器具製造業（E25 E26）

電気計測器製造業（E297）

上記以外の地域最賃適用製造業（E16～E20 E32 E280 E290 E300）

新聞業、出版業（G413 G414）

調
 
 
 
 
 
 
査
 
 
 
 
 
 
産
 
 
 
 
 
 
業
 
 
 
 
 
 
計

百貨店,総合スーパー（I561）

07
Ｎ 生活関連サービス業、
娯楽業
《規模 30人未満》

年齢、技能習得中（雇入れ後６か月未満）、業務による除外労働者

食料品、飲料・たばこ・飼料製造業（E09 E10）

繊維工業（E11）

木材・木製品製造業（家具を除く）（E12）

家具・装備品製造業（E13）

パﾙプ･紙･紙加工品製造業、印刷･同関連産業（E14 E15）

窯業・土石製品製造業（E21）

鉄鋼、非鉄、業務用、輸送用機械器具製造業（E22 E23 E27 E31）

機械等修理業（R90）

職業紹介・労働者派遣業（R91）

その他の事業サービス業（R92）

上記以外のサービス業（R93 R94 R95）

自動車整備業（R89）
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一
時
間
当

た
り
の
賃

金
額

賃
金
上

昇
率

一
時
間
当

た
り
の
賃

金
額

賃
金
上

昇
率

一
時
間
当

た
り
の
賃

金
額

賃
金
上

昇
率

D
ラ
ン
ク

1
,1
5
3
円

0
.3
%

1
,2
6
6
円

0
.2
%

8
8
4
円

0
.1
%

合
計

1
,3
5
2
円

0
.2
%

1
,5
0
3
円

0
.5
%

9
9
6
円

-
0
.2
%

D
ラ
ン
ク

1
,1
4
3
円

0
.8
%

1
,2
3
9
円

1
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%

8
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円

0
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1
7
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0
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%

1
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6
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円

0
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9
9
6
円

0
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%

D
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1
,1
8
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円

0
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%

1
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0
2
円

0
.9
%

8
7
6
円

0
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%
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計
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,3
6
9
円

1
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%

1
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3
4
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1
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%

1
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2
4
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1
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1
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8
8
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0
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1
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0
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0
.9
%

1
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3
5
円

1
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1
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円

0
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1
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円

0
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1
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0
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%
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4
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1
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0
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1
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1
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1
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1
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1
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0
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1
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1
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%

9
4
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1
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1
,3
7
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1
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%

1
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3
2
円

1
.3
%

1
,0
5
1
円

1
.3
%

D
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1
,2
4
6
円

1
.3
%

1
,3
7
9
円

1
.0
%

9
2
1
円

2
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%

合
計

1
,4
2
3
円

1
.4
%

1
,6
1
0
円

1
.4
%

1
,0
6
8
円

1
.5
%

D
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1
,2
3
0
円

1
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%

1
,3
9
2
円

1
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9
6
6
円

2
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合
計

1
,4
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5
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1
.3
%

1
,6
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4
円

1
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1
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4
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1
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D
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1
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4
1
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0
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1
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0
4
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0
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9
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1
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1
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1
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1
,7
0
0
円

1
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1
,1
0
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円

1
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%

-
-

-

名
目

Ｇ
Ｄ
Ｐ

前
年
比

実
質

Ｇ
Ｄ
Ｐ

前
年
比

資
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出
所
：
内
閣
府
「
国
民
経
済
計
算
」

令
和
２
年

7
9
2
円

2
円

0
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5
%

4
.4
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%
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0
2
円

1
円

0
.1
1
%

-
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円

3
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5
5
3
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1
.3
%
5
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5
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円

0
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%
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和
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年

7
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0
円

2
8
円

3
.6
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%

8
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0
%
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0
1
円

0
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%
5
3
2
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兆
円
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%
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成
3
0
年

7
6
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円

2
4
円
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%
1
0
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0
%
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7
4
円

2
6
円

3
.0
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%

5
4
6
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兆
円

2
5
円
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.1
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%
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3
5
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兆
円

0
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%
5
1
9
.6
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円

0
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%
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2
8
年

7
1
5
円

2
2
円

3
.1
7
%

5
.5
1
%
8
2
3
円

平
成
2
9
年

7
3
8
円

2
3
円

3
.2
2
%

9
.3
9
%
8
4
8
円

2
5
円

3
.0
4
%

5
4
5
.9
兆
円

1
.9
%
5
3
0
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兆
円

1
8
円

2
.3
1
%

5
3
1
.3
兆
円

3
.4
%
5
1
6
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兆
円

1
.2
%
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成
2
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年

6
9
3
円

1
6
円

2
.3
6
%

2
.8
4
%
7
9
8
円

2
.1
%
5
1
0
.7
兆
円

0
.4
%

平
成
2
6
年

6
7
7
円

1
3
円

1
.9
6
%

3
.1
5
%
7
8
0
円

平
成
2
5
年

6
6
4
円

1
1
円

1
.6
8
%

1
.9
1
%
7
6
4
円

1
6
円

2
.0
9
%

5
1
3
.9
兆
円

1
5
円

2
.0
0
%

5
0
3
.2
兆
円

1
.7
%
5
0
8
.8
兆
円

2
.0
%

1
2
円

1
.6
3
%

資
料
出
所
：
賃
金
改
定
状
況
調
査
結
果
（
第
4
表
）

平
成
2
4
年

6
5
3
円

7
円

1
.0
8
%

2
.2
6
%
7
4
9
円

4
9
5
.0
兆
円

0
.7
%
4
9
8
.8
兆
円

1
.5
%

2
.2
%

鳥
取
県
最
低
賃
金
額
と
全
国
加
重
平
均
最
低
賃
金
額
等
の
推
移
（
平
成
2
4
年
～
令
和
２
年
）

令
和
3
年
6
月
2
1
日

鳥
取
県

全
国

鳥
取
県

最
低
賃

金
額

引
上
げ

額
引
上
げ

率
影
響
率

全
国
加

重
平
均

最
低
賃

金
区
分

一
般
・
パ
ー
ト
計

一
般
労
働
者

パ
ー
ト
労
働
者

引
上
げ

額
引
上
げ

率
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鳥取県最低賃金の改正審議に資するための書面による意見聴取実施要領（案） 

 

１ 目的 

   令和３年度鳥取地方最低賃金審議会における鳥取県最低賃金の改正審議に際して、

関係労働者及び関係使用者の意見を反映させるため、次の基準により選定した使用者

及びその労働者から最低賃金制度に関する意見を書面により収集する。 

２ 書面による意見聴取対象者の選定基準等 

   書面意見聴取の対象は、今年度の最低賃金に関する基礎調査（以下「基礎調査」と

いう。）から１１２事業所、一般乗用旅客自動車運送業（以下「タクシー業」という。）

から１２事業所の計１２４事業所とし、対象事業所の事業主（使用者）とその事業所

で最も低い賃金が支払われている労働者（タクシー業については、タクシー運転者と

する。）１名の計２４８名を対象とする。 

   選定基準は、基礎調査の有効回答事業所の中から基礎調査の調査対象７業種につい

て、事業所規模１０人未満、１０人以上２９人以下の２区分で、４市から各１事業所、

全郡部で４事業所の１１２事業所とするが、業種規模、業種区分、所在地区で選定が

できない階層については、他階層から補填して依頼事業所数を確保することとする。 

   タクシー業については、県内４市で計８事業所、全郡部で４事業所を対象とする。 

３ 実施時期 

   ７月中旬 

４ 実施方法 

   書面の郵送による 

５ 意見聴取の項目 

   別紙「最低賃金に関するアンケート（使用者用）」及び「最低賃金に関するアンケ

ート（労働者用）」のとおり。 

６ 取りまとめ及び結果の報告 

   賃金室において取りまとめ、鳥取県最低賃金審議会専門部会に結果を提出する。 
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別添 

 
      

(アンケート対象業種)  

E 製造業 
食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業, 

木材・木製品、家具・装備品, パルプ・紙・紙加工品 

 

製造業、印刷・同関連産業, 鉄鋼、非鉄、業務用, 輸

送用機械器具製造業, 金属製品製造業、はん用、生産

用機械器具製造業, 上記以外の地域最賃適用製造業 

I  卸売・小売業 卸売業、小売業 

L 学術研究、専門・技術サービ

ス業 
学術研究、専門・技術サービス業 

M 宿泊・飲食サービス業 宿泊業, 飲食サービス業 

N 生活関連サービス業、娯楽業  
洗濯・理容・美容・浴場業, その他の生活関連サービ

ス業、娯楽業 

P 医療, 福祉・介護事業 医療業、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業 

R サービス業 
廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、労働者

派遣業、上記以外のサービス業 

  

（基礎調査対象以外の業種）  

H 一般乗用旅客自動車運送業 一般乗用旅客自動車運送業 
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（案） 

鳥労基発０７０２第２号の１ 

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ 日 

 

関係事業所 代表者 様 

 

鳥取労働局労働基準部長 

 

鳥取県最低賃金の改正に係るアンケートの実施について 

 

 時下、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

 本年６月の「最低賃金に関する実態調査」につきましては、御協力をいただきあ

りがとうございました。 

 さて、本年度も鳥取労働局長から鳥取地方最低賃金審議会会長に対して「鳥取県

最低賃金」の改正諮問が行われ、この審議会に関係労使の意見を反映させるために、

関係事業主（使用者）と労働者から最低賃金制度に関する意見をアンケート形式で

いただくことといたしました。 

 つきましては、使用者である貴殿の御意見と貴事業所の労働者の御意見をいただ

きたいと存じますので、業務御多用のところ誠に恐縮でございますが、別添「鳥取

県最低賃金に関するアンケート（使用者用）」により貴殿の御意見を記入していた

だくとともに、「鳥取県最低賃金」の適用を受ける労働者の中で、１時間単価の賃

金が最も低い労働者 1 名の方に同封の「鳥取県最低賃金に関するアンケート（労

働者用）」の配付をお願いいたしたく、御理解の上、御協力いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 なお、御協力いただいたアンケート用紙につきましては、上記調査審議のみに活

用させていただき、貴事業所の名称等は一切公表いたしません。 

 おって、貴殿に記入していただいたアンケート用紙は、同封の返信用封筒により

７月９日（金）必着で返送願います。 

また、労働者に配付していただいた労働者用アンケートの封筒には返信用封筒を

同封していますので、配付された労働者にはアンケートに記入の上、自身で封をし、

７月９日（金）必着で、直接投函するように御説明いただきますようお願いいたし

ます。 

さらに、対象となった労働者の方には、「賃金が最も低い。」という選ばれた理由

については伏せていただきますようお願いいたします。 

 
【問い合わせ先】  

 鳥取労働局 労働基準部 賃金室   担当：野口・田中 

電話  ０８５７－２９－１７０５  
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（案） 
鳥労基発０７０２第２号の２ 

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ 日 

 
 

関係事業所 労働者 様 
 
 

 鳥取労働局労働基準部長 
 
 

鳥取県最低賃金の改正に係るアンケートの実施について 
 
 時下、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 
 さて、本年度も鳥取労働局長から鳥取地方最低賃金審議会会長に対して「鳥取県

最低賃金」の改正諮問が行われ、この審議会に関係労使の意見を反映させるために、

関係事業主（使用者）と労働者から最低賃金制度に関する意見をアンケート形式で

いただくことといたしました。 
 このアンケートは、鳥取県の最低賃金額をどうするのかを審議するための重要な

資料となりますので、御多用のところ誠に恐縮でございますが、貴殿の御意見をい

ただきたいので、別添「鳥取県最低賃金に関するアンケート（労働者用）」に御意見

等を記入いただきますよう、御理解の上御協力をお願い申し上げます。 
 なお、御協力いただいたアンケート用紙の記載内容につきましては、調査審議に

ついてのみ活用させていただき、事業所、個人が特定されるものは一切公表いたし

ませんので、率直なご意見を御記入願います。 
 おって、記入していただいたアンケート用紙は、事業主へ返すことなく、同封の

返信用封筒（切手の貼付は不要です。）により貴殿自らが封をしていただき７月９日

（金）必着で投函していただきますよう、併せてお願いいたします。 
 
 

【問い合わせ先】  

 鳥取労働局 労働基準部 賃金室   担当：野口・田中 
電話  ０８５７－２９－１７０５  
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令和元年 令和２年

 ・ 賃上げ  ・ 賃上げ

 ・ 賃下げ  ・ 賃下げ

 ・ 改定なし  ・ 改定なし

改定の場合 　　 ％ 改定の場合　 　％

問６

②　過去5年間で、下請受注の
条件に変更がありましたか？

賃

金

の

改

定

状

況

経
　
　
営
　
　
の
　
　
状
　
　
況

令和３年7月

鳥取県最低賃金に関するアンケート（使用者用）

所 在 地 　　

問１
今後予定している

事業所の
名　　称

今年、６月末までに賃金改
定を行いましたか？
（注1）

労働者数
 　　　　 名　 　内、パート労働者 　　　 名、
　
　　　　　　　　　　派遣労働者 　　　　 名）

時期は　　  　月に
 （賃上げ・賃下げ）する予定。

率　　　　　％

電話（　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　改定率は、　　　　　　％ （注2）

予定していない

記入者の
所属部署
・係等

昨年までの賃金改定状況は
いかがでしたか？

率 改定の場合 　　％

改定
状況

 ・ 賃上げ

・ 上　昇　　・ 下　降　　・ 変わらない

はい
時期は 　　　月で
　　　　　　　　（・賃上げ　・賃下げ）した。

いいえ

 ・ 賃下げ

 ・ 改定なし

年 平成30年

・ 下請けに発注していない(この場合、以下回答不要。)

・変更した→変更時期：　　　　　　　頃

①　昨年の6月以降、受注単価
　に変動がありましたか？

※製造業の方のみ回答願います

貴社から下請け事業者への業
務の発注について

①　昨年の6月以降、発注単価
に変動がありましたか？

・変更なし

・変更なし
・変更あり→
　変更時期：　　　　頃  (変更のあった内容：　　　　　　　)

・変動あり→上がった(約        ％) ・ 下がった(約        ％)

・変動なし

・変動あり→上がった(約        ％) ・ 下がった(約        ％)

問５

今年の下半期（令和３年7月～
12月期）の業況の見通しは、
今年の上半期（令和３年1月～
令和３年6月期）と比較してい
かがでしょうか？

②　過去5年間で、下請けとの
取引条件に変更がありました
か？

・ 下請けとして受注していない(この場合、以下回答不要。)

(その理由）

  (変更した内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

問５
・変動なし

※製造業の方のみ回答願います

他の業者からの下請けの受注
について

問４

今年の上半期（令和３年1月～
令和３年6月期）の業況は、昨
年の下半期（令和２年7月～
12月期）と比較していかが
だったでしょうか？

・ 上　昇　　・ 下　降　　・ 変わらない

(その理由）

問２

問１
-２

 
    賃金改定を実施するに当たって、新型コロナウイルス感染症の影響はありましたか？
　　　　　　　　　　　　　　　あ　る　　　・　　　な　い

問３
　業況に、新型コロナウイルス感染症の影響はありましたか？
                                                あ　る　　　・　　　な　い
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　♢ 記入に際しての問い合わせ先

　鳥取労働局労働基準部賃金室
　　　〒680-8522　鳥取市富安２丁目８９－９
　　　　　　TEL ０８５７－（２９）－１７０５

　
　　※このアンケートは、鳥取地方最低賃金審議会における審議に関係使用者の意見として使用するものです。
　　この目的以外には使用いたしませんので、率直な意見を記載してください。企業名等一切公表しません。

 

　※ 問１０はタクシー事業者のみお答えください。

　※ 同封のリーフレットを参考としてください。

（注1）「賃金の改定」とは定期昇給・ベースアップ・賃金カット等の名称の如何を問わず、全部又は大部分の常用

　　　　労働者の所定内賃金額を引き上げ、又は引き下げることをいいます。

（注２） 賃金改定率は、改定を行った対象労働者一人当たりの１時間平均所定内賃金額の改定状況を小数点第１位

              まで（第２位以下四捨五入）記入してください。

　　　　・知っていた　　→　・ 知っており活用した　・ 知っていたが活用しなかった

   ・知らなかった

問12

　使用者の立場で、現在の「鳥取県最低賃金」についてのご意見を記入してください。（事業主の方
の生の声をお聞きするためですので、　問８、問９でお答えいただいた理由など、出来るだけ記入を
お願いします。）

問１１

　最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策として
「業務改善助成金」、また、非正規雇用労働者のキャリアアップへの支援策として
「キャリアアップ助成金」等があることをご存知ですか？

　　　（　１時間当たり　　　　　　 円　　）
※
タ
ク
シ
ー

運
転
手

の
賃
金
形
態
に
つ
い

て

問10

タクシー運転手の基本給の賃金形態は、主としてどれですか
　　　（　・固定給のみ　・固定給＋歩合給　・完全歩合給）

完全歩合給で最低保障額を定めている場合、その定めを明文化していますか。
　　　（　・している　・していない ）

問８

鳥取県最低賃金は、令和２年10月２日から、1時間当たり７９２円となっています。
鳥取県最低賃金を改定すべきと思いますか。

　　　（ ・改定するべき　　・ 改定する必要はない　）

問9

問8で「改定するべき」と回答いただいた方へお尋ねします。
今回、改定するとしたら、適当な額はいくらと思われますか？

最

低

賃

金

に

関

す

る

事

項

問７

鳥取県の最低賃金が定められていることをご存知ですか？
　（　・知っていた　　・知らなかった　）
            　　↓

 ○どこでお知りになりましたか？(｢知らなかった｣とお答えの方は、問８へお進み下さい）
　　 ・テレビ ・ ラジオ ・ 新聞 ・ 市町村広報誌 ・ ポスター ・ インターネットＨＰ
　　 ・所属する団体等の会報誌 ・ 会合 　　 ・その他（　　　　　　　　　　）
 ○現在の「鳥取県最低賃金」の金額をご存知ですか？
　（　・知っていた　 　・ 知らなかった　）
　　　　　　↓

 ○どこでお知りになりましたか？(上記で「知っていた」と答えた方のみお答え下さい）
　　 ・テレビ ・ ラジオ ・ 新聞 ・ 市町村広報誌 ・ ポスター ・ インターネットＨＰ
　　 ・所属する団体等の会報誌 ・ 会合  　　 ・その他（　　　　　　　　　　）
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性別 年齢
家計主体者
ですか(注１)

勤続
年数

就業形態(注３)

男 はい 年 一般労働者

女 いいえ 月 短時間労働者

○「鳥取県最低賃金」の金額をご存知ですか？

　　　（・知っていた  ・ 知らなかった　）
　　　　　　　↓
○どこでお知りになりましたか？　（上記で「知っていた」と答えた方のみお答え下さい）

　　 ・テレビ  ・ラジオ  ・新聞  ・市町村広報誌  ・ポスター  ・インターネットＨＰ
　　 ・所属する団体等の会報誌  ・会合
　　 ・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

最
低
賃
金
に
関
す
る
事
項

問５

② 6月分の所定労働日数（注５）は何日ですか？　　（　　　　日）

※この欄
は、タク

シー運転者
の方のみお
答え下さ

い。

※該当するいずれかの箇所に記入して下さい。

問３
①1日の所定労働時間数（注４）は何時間ですか？　（　　　時間　　　分 ）

基本給はいくらですか？
（令和３年6月分）

タクシー運転手の基本給の賃金形態は主としてどれですか？
　（ ・固定給のみ ・固定給＋歩合給 ・完全歩合給 ）

歩合給の場合、最低保障額の定めがありますか？
　（ ・ある　・ない ）
歩合給制で固定額（最低保障額）が定まっている場合、その金額はいくらで
すか？
　（　　　　　　　円）

問２

問１で日給に○をつけた方のみお答え下さい

○「鳥取県最低賃金」が定められていることをご存知ですか?

　　　（・知っていた　・知らなかった　）
           　　   ↓
○どこでお知りになりましたか？　（｢知らなかった｣とお答えの方は、問６へお進み下さ
い）
　　 ・テレビ  ・ラジオ  ・新聞  ・市町村広報誌  ・ポスター  ・インターネットＨＰ
　　 ・所属する団体等の会報誌  ・会合
　　 ・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

←日給・月
給の方は時
間額を算出
する上で必
要な項目で
す。必ず記
入してくだ
さい。

問４

歳
正規労働者

非正規労働者

問１で月給、その他に○をつけた方のみお答え下さい

①1日の所定労働時間数（注４）は何時間ですか？　（　　　時間　　　分 ）

 ・時間給（１時間を単位） ・日給（１日を単位） ・月給（1ヶ月を単位） ・その他(　　　　 　)

※このアンケートは、鳥取地方最低賃金審議会における審議に関係労働者の意見として使用するものです。
　個人や企業が特定されるものは一切公表いたしませんので率直な意見を記載して下さい。
　なお、令和３年６月分について回答ください。

令和３年7月

あ な た の

主な仕事の内容

あ
な
た
の
賃
金
に
関
す
る
事
項

あ な た が
勤 務 し て い る
事 業 所 の 名 称

雇用形態
(注２)

昨年の６月以降に基本給の改定が　・あった（・引上げ・引下げ）・無かった　※○で囲んで下さい。

　・時間給（　　　　円）・日　給（　　 　　　円）
　・月　給（　　　　　　円）・その他（　　　　　 円）

　鳥取県最低賃金に関するアンケート（労働者用）

所在地

　

問１

賃金単価は、次のいずれの方法で決定されていますか？　※○で囲んで下さい。（複数回答可）
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　　　　　〒680-8522　鳥取市富安2丁目89-9
　　　　　　　　ＴＥＬ　０８５７－２９－１７０５

(注５)「所定労働日数」とは、今年６月分（５月の賃金締切日の翌日から６月賃金締切日まで）から休日
　　　と決まった日を除いた労働日数です。
　　　なお、通常の労働日の半分の所定労働時間の労働日は０．５日と計算してください。

　※　同封のリーフレットを参考にしてください。
　※　ご回答いただいた本アンケートは同封の返信用封筒により直接、鳥取労働局賃金室まで返送して
　　　ください。

　◇　記入に際しての問い合わせ先

　　　　　鳥取労働局労働基準部賃金室

(注２)「非正規労働者」とは、一般的には派遣、パート、アルバイト、期間工などをいいます。

(注３)「短時間労働者」とは、事業所の一般の労働者と比べて１日の所定労働時間又は１週間の所定労働
　　　日数が少ない場合で、おおむね、事業所の一般の労働者と比較して１週間の所定労働時間数が４分
　　　の３以下等の場合が該当します。

(注４)「所定労働時間」とは、所定の始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を除いた労働時間
　　　数です。

(注１)「家計主体者」欄は、主にあなたの収入で家族（単身世帯を含みます。）を養っている場合（あな
　　　たの収入が家計の収入のおおむね半分以上である場合）は「はい」に、あなた以外の方が主に家
　　　族を養っている場合には「いいえ」を〇で囲んでください。

　　　１時間当たり　　　　　　　　円

問８

問６と問７でお答えいただいた理由など、労働者の立場で現在の鳥取県最低賃金について
のご意見を記入ください。働いている労働者ご自身の声をお聞きするためです、是非とも
ご記入願います。
（ご回答いただいた内容は、あなたの事業主を含め、外部に漏れることはありません）

　　　（・改定するべき　・改定する必要はない　）

問７

問６で「改定するべき」と回答いただいた方へお尋ねします。
今回改正するとしたら、いくらが妥当だと思いますか。
あなた自身としての単価ではなく、鳥取県最低賃金として、どれくらいが妥当な額と思わ
れますか。

最
低
賃
金
に

関
す
る
事
項

問６

鳥取県最低賃金は、令和２年１０月２日から１時間当たり７９２円となっています。今
年、鳥取県最低賃金の改定についてどう思われますか。
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（ 鳥取 ）局

１　広報活動実績（入力欄）

自治体数（件） 自治体数（件）

都道府県 1 都道府県 1

市町村 19 市町村 19

依頼（件） 掲載（件） 依頼（件） 掲載（件）

（都道府県）地域別最低賃金 1 1 （都道府県）地域別最低賃金 1 1

（都道府県）特定最低賃金 1 0 （都道府県）特定最低賃金 1 1

（市町村）地域別最低賃金 19 14 （市町村）地域別最低賃金 19 5

（市町村）特定最低賃金 19 8 （市町村）特定最低賃金 19 3

地域別最低賃金 1 1

特定最低賃金 1 1

地域別最低賃金 2 1

特定最低賃金 2 1

地域別最低賃金 9 2

特定最低賃金 9 0

地域別最低賃金 0 0

特定最低賃金 0 0

地域別最低賃金 0 0

特定最低賃金 0 0

 ⑵新聞、テレビ、ラジオによる広報 依頼の有無 掲載の有無

新聞（全国紙） 0 0

新聞（地方紙） 1 1

テレビ 0 0

ラジオ 0 0

依頼（件） 掲載（件）

0 0

 ⑷①ポスター等による広報（本省作成分） ポスター配付先数 ポスター配付枚数 リーフレット等配付先数 リーフレット等配付数

国の行政機関 7 7 23 23

地方公共団体 44 530 44 833

労働基準協会等 4 4 4 115

使用者団体又は労働団体 124 124 124 6276

派遣元事業主 0 0 81 81

教育機関等(専修学校・高校) 0 0 0 0

教育機関等(高専・大学) 4 4 4 4

教育機関等(上記以外) 0 0 0 0

民営職業紹介所 0 0 0

減額特例許可事業場 0 0 110 110

過去５年間の最賃重点監督における
違反事業場

0 0 110 110

商店街・アーケード街 0 0 0 0

その他 81 112 81 162

 ⑷②ポスター等による広報（独自作成分） 作成の有無 主体

ポスター 0 -

リーフレット 1 1

ミニカレンダー、ポケットティッシュ 0 -

時刻表 0 -

封筒への印字等 0 -

ＦＡＸ用紙 0 -

名刺への印字等 0 -

その他 1 3

 ⑸労働局ＨＰによる広報 有無

トップ画面への掲載 1

本省HP及び特設サイトとのリンク 1

 ⑹集団指導（局・署）による広報 回数等

回数 29

参加人数 344

事業場数 344

 ⑺その他の方法による広報 有無 主体

懸垂幕・横断幕 1 1

電光掲示板 0 -

有線放送 0 - 労働局長の参加

街頭広報活動（単独） 0 - 0

街頭広報活動（労使団体等と協同） 0 - 0

個別事業場等への配付 1 1

令和２年度改定最低賃金額の周知・広報の実施結果等の報告

広報誌の発行数 ＨＰの開設数

使用者団体

教育機関等

その他

労働基準協会等

労働団体

 ⑶求人情報誌による広報

 ⑴①広報誌による広報 ⑴②ＨＰによる広報

広報誌への広報依頼結果 ＨＰへの広報依頼結果
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監督実施
事業場数

違反
事業場数

違反率
監督実施
事業場数

違反
事業場数

違反率

155 13 8.4% 13,946 1,343 9.6%

165 2 1.2% 13,975 1,491 10.7%

147 10 6.8% 13,295 1,545 11.6%

107 11 10.3% 12,925 1,715 13.3%

131 21 16.0% 15,413 2,166 14.1%

174 21 12.1% 15,602 1,985 12.7%

166 32 19.3% 15,671 2,145 13.7%

165 31 18.8% 15,600 2,080 13.3%

162 16 9.9% 9,308 751 8.1%

監督実施事業
場の労働者数

最低賃金未満
の労働者数

最低賃金未満
労働者率

監督実施事業
場の労働者数

最低賃金未満
の労働者数

最低賃金未満
労働者率

2,450 24 1.0% 190,386 4,079 2.1%

2,630 3 0.1% 182,548 5,716 3.1%

1,504 17 1.1% 161,377 5,262 3.3%

1,309 23 1.8% 166,570 5,590 3.4%

1,219 55 4.5% 196,039 6,853 3.5%

2,557 68 2.7% 195,606 6,386 3.3%

2,754 71 2.6% 198,108 7,213 3.6%

2,166 57 2.6% 185,239 5,910 3.2%

2,029 36 1.8% 96,730 1,680 1.7%

鳥取県

全　国

鳥取県

全　国

鳥取県

全　国

鳥取県

全　国

鳥取県

全　国

鳥取県

全　国

鳥取県

全　国

鳥取県

全　国

鳥取県

全　国

鳥取県

全　国
令和３年

81.3% 18.8% 0.0%

53.0% 41.0% 6.0%

平成31年
75.0% 21.9% 3.1%

52.4% 42.6% 5.0%

41.7%

平成２9年
28.5% 71.4% 0.0%

41.8% 52.3% 5.9%

39.4% 51.7%

平成30年
90.5% 9.5% 0.0%

47.3% 48.2% 4.6%

8.9%

平成２８年

平成２８年

平成２８年
25.0% 33.3%

平成２７年
30.0% 50.0% 20.0%

40.1% 52.2% 7.6%

最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果推移表（鳥取県・全国）

平成２５年
46.2% 38.5% 15.3%

40.9% 50.7% 8.4%

１　法違反の状況

鳥取県 全国

平成２６年

平成２７年

平成２６年

３　違反事業場の認識状況

適用される最低賃金を知って
いる

平成３０年

平成２５年

全国

平成３０年

平成２９年

平成３１年

令和３年

２　最低賃金未満労働者の状況

鳥取県

平成２７年

平成２９年

金額は知らないが最低賃金が
適用されることは知っている

最低賃金が適用されることを
知らなかった

平成２５年

平成３１年

令和３年

平成２４年
37.5% 50.0% 12.5%

36.9% 55.4% 7.7%

平成２６年
0.0% 50.0% 50.0%

39.6% 51.5% 8.9%

3.2%

55.9% 38.6% 5.5%

令和２年

令和２年

令和２年
54.8% 41.9%
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